
 

○
内
閣
府
告
示
第
九
十
五
号 

食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格

基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年
五
月
三
十
日 

内
閣
総
理
大
臣 

石
破 

 

茂 
 

 

食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
（
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
告
示
第
三
百
七
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



 
 

 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

 

改 正 後 改 正 前 

第３ 器具及び容器包装 

Ａ （略） 

第３ 器具及び容器包装 

Ａ （略） 

Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法 

（略） 

１ 過マンガン酸カリウム消費量試験法 

  （略） 

操作法 

 三角フラスコに水100mL、硫酸（１→３）５mL及び0.002mo

l／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液５mLを入れ、５分間煮沸し

た後、液を捨て水で洗う。この三角フラスコに試験溶液100m

Lを採り、硫酸（１→３）５mLを加え、更に0.002mol／Ｌ過

マンガン酸カリウム溶液10mLを正確に量って加え、加熱して

５分間煮沸する。次いで、加熱をやめ、直ちに0.005mol／Ｌ

シュウ酸ナトリウム溶液10mLを正確に量って加えて脱色した

後、0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液で微紅色が消え

ずに残るまで滴定する。 

 別に同様な方法で空試験を行い、次式により過マンガン酸

カリウム消費量を求める。 

過マンガン酸カリウム消費量（µg／mL）＝（（ａ－ｂ）×

0.316×ｆ×1,000）／100 

ただし、ａ：本試験の0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム

溶液の滴定量（mL） 

ｂ：空試験の0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム

溶液の滴定量（mL） 

ｆ：0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液のフ

ァクター 

２ クロロホルム可溶物試験法 

Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法 

（略） 

１ 過マンガン酸カリウム消費量試験法 

  （略） 

操作法 

 三角フラスコに水100mL、硫酸（１→３）５mL及び0.002mo

l／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液５mLを入れ、５分間煮沸し

た後、液を捨て水で洗う。この三角フラスコに試験溶液100m

Lを採り、硫酸（１→３）５mLを加え、更に0.002mol／Ｌ過

マンガン酸カリウム溶液10mLを加え、加熱して５分間煮沸す

る。次いで、加熱をやめ、直ちに0.005mol／Ｌシュウ酸ナト

リウム溶液10mLを加えて脱色した後、0.002mol／Ｌ過マンガ

ン酸カリウム溶液で微紅色が消えずに残るまで滴定する。 

 

 別に同様な方法で空試験を行い、次式により過マンガン酸

カリウム消費量を求める。 

過マンガン酸カリウム消費量（µg／mL）＝（（ａ－ｂ）×

0.316×ｆ×1,000）／100 

ただし、ａ：本試験の0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム

溶液の滴定量（mL） 

ｂ：空試験の0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム

溶液の滴定量（mL） 

ｆ：0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液のフ

ァクター 

（新設） 



 
 

 

クロロホルム可溶物試験法は、５ 蒸発残留物試験法によ

り得られた蒸発残留物のうち、クロロホルムに可溶な物質の

量を測定する方法である。 

水を食品擬似溶媒とした試験溶液を用い、５ 蒸発残留物

試験法により得られた蒸発残留物にクロロホルム30mLを加え

、加温した後これをろ過し、ろ液を重量既知の白金製、石英

製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に量る。更にクロロホルム10mL

ずつで２回蒸発残留物を洗い、加温した後これをろ過し、ろ

液を蒸発皿に合わせ、水浴上で蒸発乾固する。冷後、秤
ひょう

量し

て蒸発皿の前後の重量差ａ（mg）を求め、次式によりクロロ

ホルム可溶物の量を求める。 

 クロロホルム可溶物量（µg／mL） 

（ａ－ｂ）×1,000 

＝―――――――――――――― 

最初の試験溶液の採取量（mL） 

ただし、ｂ：試験溶液と同量の食品擬似溶媒について得た

空試験値（mg） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ キシレン可溶物試験法 

試料5.00±0.005ｇを精密に量り、温度計及び還流冷却器

を装置した2,000mLの二頚
け い

フラスコに採り、キシレン1,000mL

を加え、これにガラス製沸騰石を投入した後急速に加熱し、

沸騰開始後は還流が起こる程度に加熱を続ける。２時間還流

後フラスコを50℃まで冷却し、更に冷水により25～30℃まで

の温度に急速に冷却した後、25±１℃の恒温槽中に一夜放置

する。 

次に、抽出液をろ紙、更にガラスろ過器を用いてろ過し、

最初のろ液450～500mLを重量既知の1,000mLの三角フラスコ

中に採り、これを精密に量り、このろ液の重さ（ｇ）をＷ１

とする。三角フラスコ中にかくはん子を入れ冷却管に連結後

、窒素を毎分２～３Ｌの速度で吹き込み、かくはんしながら

毎分12～13mLの速度で留去する。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フラスコ中の溶液が30～50mLとなったとき、これを重量既

知の乾燥蒸発皿に採り、フラスコを約15mLずつのキシレンで

２回洗浄し、洗液は蒸発皿に合わす。次に、蒸発皿上に静か

に窒素気流を送り、過熱しないよう注意しながら熱板上で蒸

発乾固させる。蒸発皿を真空デシケーター中で12時間放冷し

た後、蒸発残渣
さ

量を精密に量り、この残渣
さ

量（ｇ）をＷ２と

し、次式によりキシレン可溶物を求める。 

キシレン可溶物（％） 

 ＝（（Ｗ２－Ｗ３）／Ｗ１）×（（ρ×10３）／試料（ｇ

））×100 

Ｗ３：試験溶液と同量の溶剤について得た空試験時の残渣
さ

量（ｇ） 

ρ：キシレンの密度 

３ 強度等試験法 

持続耐圧試験 

容器包装に希硫酸（持続耐圧試験用）を内容積の95％ま

で満たし、炭酸水素ナトリウムを希硫酸（持続耐圧試験用

）100mLにつき1.5ｇの割合で、溶液に触れないように容器

包装に入れ、密栓又は密封した後、炭酸水素ナトリウムを

完全に溶解させる。これを45±２℃に保った温水中に入れ

、２時間放置して、ガス漏れの有無を調べる。 

持続耐減圧試験 

容器包装に、製品を充填するときと同じ温度に加熱した

熱水を満たした後、直ちに密栓する。これを、25±５℃に

保ったメチレンブルー試液（ピンホール試験用）中に入れ

、２時間放置した後、取り出して水洗する。 

次に、容器包装内の水25mLをピペットを用いて50mLのネ

スラー管に採り、白色を背景として上方及び側方から観察

し、メチレンブルーの着色の有無を調べる。 

耐圧試験 

密封した容器包装に直径５～10㎜の穴をあけ，空気漏れ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のないように送気用ノズルを装着し，これに圧力計及び圧

縮機を接続する。次に，圧縮機を作動させ294kPaまで加圧

を行い，空気漏れの有無を調べる。 

耐圧縮試験 

内容物又は水を満たし密封した容器包装をＡ図のように

置き，次の表の第１欄に掲げる総重量のものにつきそれぞ

れ第２欄に掲げる荷重を１分間かけ，内容物又は水の漏れ

の有無を調べる。ただし，箱状の容器包装の場合は，Ｂ図

のように置くこととする。 

第１欄 第２欄 

 
100ｇ未満 20㎏ 

100ｇ以上 400ｇ未満 40㎏ 

400ｇ以上 2,000ｇ未満 60㎏ 

2,000ｇ以上 
 

80㎏ 

耐減圧試験 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密栓又は密封した容器包装に真空度計の針を差し込み，

空気漏れがないように固定し，これを真空ポンプに接続す

る。次に，真空ポンプを作動させて26.7kPaまで減圧を行

い，空気漏れの有無を調べる。 

突き刺し強度試験 

試料を固定し，試料面に直径1.0㎜，先端形状半径0.5㎜

の半円形の針を毎分50±５㎜の速度で突き刺し，針が貫通

するまでの最大荷重を測定する。 

内圧強度試験 

内容物又は水を満たし密封した容器包装に針を差し込み

，空気漏れがないように固定し，これに圧力計及び圧縮機

を接続する。次に圧縮機を作動させ，毎分１±0.2Ｌの流

量で空気を送入し，容器包装が破裂したときの最大圧力を

読み取る。 

熱封かん強度試験 

密封した容器包装の熱封かんした部分を次の図のように

切りとつて開き，その開いた両端を毎分300±20㎜の速度

で引つ張り，熱封かん部がはく離するまでの最大荷重を測

定する。 

破裂強度試験 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試料を図のように固定し、圧力室へ毎分95±10mLの割合

でグリセリンを注入し圧力を加え、破れが生じるまでの最

大値を測定する。 

ピンホール試験 

容器包装にメチレンブルー試液（ピンホール試験用）を

満たし，これを30分間静置した後，ピンホールの有無を調

べる。 

封かん試験 

密封した容器包装の側面又は底面の中央に直径５～10㎜

の穴をあけ，空気漏れのないように，送気用ノズルを装着

し，これに圧力計及び圧縮機を接続する。次に，圧縮機を

作動して10秒間で13.3kPaまで加圧を行い，空気漏れの有

無を調べる。 

落下試験 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 原子吸光光度法 

  (略) 

装置 

(略) 

標準溶液 

(略) 

操作法 

（略） 

⑴・⑵ （略） 

吸光度の測定において、カドミウムは228.8nm、鉛は283.3

nmの波長を用いる。 

試験溶液の吸光度は、被検元素の標準溶液を用いて試験溶

液の場合と同様に操作して得られた吸光度より大きくてはな

らない。 

 

４ 重金属試験法 

  重金属試験法は、所定の方法によって試料から食品擬似溶

内容物又は水を満たして密栓又は密封した容器包装を，

次の表の第１欄に掲げる総重量のものにつきそれぞれ第２

欄に掲げる落下高さよりコンクリート床面上に容器包装の

底面部又は平面部が当たるように２回落下させ，内容物又

は水の漏れの有無を調べる。 

第１欄 第２欄 

 
100ｇ未満 80㎝ 

100ｇ以上 400ｇ未満 50㎝ 

400ｇ以上 2,000ｇ未満 30㎝ 

2,000ｇ以上 
 

25㎝ 

漏水試験 

内容物を満たして密栓又は密封した容器包装を，45±２

℃の恒温槽中に24時間横向きに放置し，内容物の漏れの有

無を調べる。 

４ 原子吸光光度法 

  (略) 

装置 

(略) 

標準溶液 

(略) 

操作法 

(略) 

⑴・⑵ （略） 

吸光度の測定において、亜鉛は213.9nm、アンチモンは217

.6nm、カドミウムは228.8nm、ゲルマニウムは265.2nm、鉛は

283.3nm、バリウムは553.6nmの波長を用いる。 

試験溶液の吸光度は、被検元素の標準溶液を用いて試験溶

液の場合と同様に操作して得られた吸光度より大きくてはな

らない。 

５ 重金属試験法 

  重金属試験法は，試料から溶出してくる重金属の許容され



 
 

 

媒に移行する重金属の許容される限度量を試験する方法であ

る。この試験における重金属とは、酸性において硫化ナトリ

ウム試液によって暗色を呈する金属性物質をいい、その量は

、鉛（Ｐb）の量として表す。 

 操作法 

  比色管に試験溶液20mLを採り、水を加えて50mLとする。別

の比色管に鉛標準溶液（重金属試験用）２mLを正確に量って

採り、食品擬似溶媒20mL及び水を加えて50mLとし、比較標準

液とする。両液に硫化ナトリウム試液２滴ずつを加えてよく

混和し、５分間放置した後、両管を白色を背景として上方及

び側方から観察するとき、試験溶液の呈する色は比較標準液

の呈する色より濃くてはならない。ただし、食品擬似溶媒が

水の場合には、試験溶液及び鉛標準溶液（重金属試験用）に

それぞれ４％酢酸５mLを加えた後、水を加えて50mLとしたも

のを用いる。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る限度量を試験する方法である。この試験における重金属と

は，酸性において硫化ナトリウム試液によつて暗色を呈する

金属性物質をいい，その量は，鉛（Ｐb）の量として表す。 

 

操作法 

  試験溶液20mLをネスラー管に採り、水を加えて50mLとする

。別に鉛標準溶液（重金属試験用）２mLをネスラー管に採り

、浸出用液20mL及び水を加えて50mLとし、比較標準液とする

。両液に硫化ナトリウム試液２滴ずつを加えてよく混和し、

５分間放置した後、両管を白色を背景として上方及び側方か

ら観察するとき、試験溶液の呈する色は比較標準液の呈する

色より濃くてはならない。ただし、浸出用液が水の場合には

、試験溶液及び鉛標準溶液にそれぞれ４％酢酸５mLを加えた

後、水を加えて50mLとしたものを用いる。 

 

６ 重金属試験（材質試験）法 

試料２ｇを白金製又は石英製の蒸発皿に採り、少量の硫酸

を加え、徐々に加熱してできるだけ低温でほとんど灰化させ

る。冷後更に硫酸１mLを加えて徐々に加熱し、硫酸の蒸気が

ほとんど発生しなくなった後、火力を強めて450～550℃でほ

とんど白色の灰分が得られるまで加熱する。残留物に塩酸１

mL及び硝酸0.2mLを加え、水浴上で蒸発乾固し、これに希塩

酸１mL及び水15mLを加え、加熱して溶解し、冷後フェノール

フタレイン試液１滴を加え、溶液がわずかに紅色を呈するま

でアンモニア試液を滴加し、希酢酸２mLを加え、必要があれ

ばろ過し、ネスラー管に採る。水を加えて50mLとし、これを

試験溶液とする。 

別に鉛標準溶液（重金属試験用）４mLをネスラー管に採り

、希酢酸２mL及び水を加えて50mLとし、比較標準液とする。

試験溶液及び比較標準液にそれぞれ硫化ナトリウム試液２滴

を加えて混和し、５分間放置した後、両管を白色を背景とし



 
 

 

 

 

５ 蒸発残留物試験法 

  蒸発残留物試験法は、所定の方法によって試料より食品擬

似溶媒に移行する不揮発性の物質の量を測定する方法である

。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  試験溶液200～300mL（ヘプタンを食品擬似溶媒とした場合

は、試験溶液200～300mLをナス型フラスコに移し、減圧濃縮

して数mLとしたその濃縮液及びそのフラスコをヘプタン約５

mLずつで２回洗ったその洗液）を、あらかじめ105℃で乾燥

した重量既知の白金製、石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に

採り、水浴上で蒸発乾固する。次いで、105℃で２時間乾燥

した後、デシケーター中で放冷する。冷後、秤
ひょう

量して蒸発皿

の前後の重量差ａ（㎎）を求め、次式により蒸発残留物の量

を求める。 

（ａ－ｂ）×1,000 

蒸発残留物（µg／mL）＝――――――――――― 

試験溶液の採取量（mL） 

ただし、ｂ：試験溶液と同量の食品擬似溶媒について得た

空試験値（㎎） 

６ 総溶出物試験法 

て上方及び側方から観察するとき、試験溶液の呈する色は比

較標準液の呈する色より濃くてはならない。 

７ 蒸発残留物試験法 

  蒸発残留物試験法は，所定の方法によつて試料より浸出用

液に移行する物質の量を測定する試験である。 

 

 操作法 

別段の規定があるもののほか、次の表の第１欄に掲げる食

品に接触して使用する器具又は容器包装はそれぞれ第２欄に

掲げる溶媒を浸出用液として用いて作った試験溶液について

、次の試験を行う。 

第１欄 第２欄 

油脂及び脂肪性食品 
 

ヘプタン 

酒類 
 

20％エタノール 

油脂及び脂肪性食品並

びに酒類以外の食品 

pH５を超えるもの 水 

pH５以下のもの ４％酢酸 

  試験溶液200～300mL（ヘプタンを浸出用液とした場合は、

試験溶液200～300mLをナス型フラスコに移し、減圧濃縮して

数mLとしたその濃縮液及びそのフラスコをヘプタン約５mLず

つで２回洗ったその洗液）を、あらかじめ105℃で乾燥した

重量既知の白金製、石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に採り

、水浴上で蒸発乾固する。次いで、105℃で２時間乾燥した

後、デシケーター中で放冷する。冷後、秤
ひょう

量して蒸発皿の前

後の重量差ａ（㎎）を求め、次式により蒸発残留物の量を求

める。 

（ａ－ｂ）×1,000 

蒸発残留物（µg／mL）＝――――――――――― 

試験溶液の採取量（mL） 

ただし、ｂ：試験溶液と同量の浸出用液について得た空試

験値（㎎） 

（新設） 



 
 

 

総溶出物試験法は、所定の方法によって試料より食品擬似

溶媒に移行する物質の総量を測定する方法である。 

試験溶液200～300mL（ヘプタンを食品擬似溶媒とした場合

は、試験溶液200～300mLをナス型フラスコに移し、減圧濃縮

して数mLとしたその濃縮液及びそのフラスコをヘプタン約５

mLずつで２回洗ったその洗液）を、あらかじめ105℃で乾燥

した重量既知の白金製、石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に

採り、水浴上で蒸発乾固する。次いで、５か所に直径１mmの

穴を空けたアルミニウム箔
は く

で蒸発皿に蓋をして、105℃で２

時間乾燥した後、デシケーター中で放冷する。冷後、アルミ

ニウム箔
は く

の蓋を取り除いて秤
ひょう

量して蒸発皿の前後の重量差ａ

（mg）を求め、次式により総溶出物の量を求める。冷後、ア

ルミニウム箔
は く

の蓋を取り除いて秤
ひょう

量して蒸発皿の前後の重量

差ａ（mg）を求め、次式により総溶出物の量を求める。 

（ａ－ｂ）×２（mL／cm２） 

総溶出物（mg／cm２）＝―――――――――――― 

試験溶液の採取量（mL） 

ただし、ｂ：試験溶液と同量の食品擬似溶媒について得た

空試験値（mg） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 添加剤試験法 

アミン類（トリエチルアミン及びトリブチルアミンに限る。

） 

⑴ 検量線の作成 

トリエチルアミン及びトリブチルアミンそれぞれ約10

㎎を精密に量り、100mLのメスフラスコに採り、ジクロ

ロメタンを加えて100mLとする。この溶液４mLを100mLの

メスフラスコに採り、ジクロロメタンを加えて100mLと

する。この溶液１mL、２mL、３mL、４mL及び５mLを採り

、それぞれ20mLのメスフラスコに入れ、ジクロロメタン

を加えて20mLとし、これらを標準溶液とする（0.2µg／m

L、0.4µg／mL、0.6µg／mL、0.8µg／mL及び1.0µg／mL）



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

。標準溶液をそれぞれ１µLずつ用いて次の操作条件でガ

スクロマトグラフィーを行い、得られたガスクロマトグ

ラムからトリエチルアミン及びトリブチルアミンの各ピ

ーク高さ又はピーク面積を求め、それぞれの検量線を作

成する。 

操作条件 

カラム 内径0.32㎜、長さ30ｍのケイ酸ガラスの細

管に、ジメチルポリシロキサンを５µmの厚さでコ

ーティングしたものを用いる。 

カラム温度 150℃で５分間保持し、その後毎分20

℃で昇温し、250℃に到達後５分間保持する。 

試料溶液注入口温度 200℃ 

検出器 アルカリ熱イオン化検出器又は高感度窒素

・リン検出器を用いる。250℃付近で操作する。

空気量及び水素量は検出感度が最高となるように

調節する。 

注入方式 スプリット（15：１） 

キャリヤーガス ヘリウムを用いる。トリエチルア

ミンが３～４分で流出する流速に調節する。 

⑵ 試験 

試験溶液１µLを用いて⑴ 検量線の作成の場合と同様

の操作条件によりガスクロマトグラフィーを行い、得ら

れたガスクロマトグラムから各ピーク高さ又はピーク面

積を求める。それぞれの検量線を用いて試験溶液中のト

リエチルアミン及びトリブチルアミンの濃度を求め、次

式によりそれぞれの材質中の含量を求める。 

材質中の含量（µg／ｇ）＝試験溶液濃度（µg／mL）×

２（mL）／試料の重量（ｇ） 

クレゾールリン酸エステル 

⑴ 定性試験 

試験溶液及びクレゾールリン酸エステル標準溶液をそ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れぞれ20µLずつ用いて、次の操作条件で液体クロマトグ

ラフィーを行い、試験溶液の液体クロマトグラムのピー

クの検出時間とクレゾールリン酸エステル標準溶液の液

体クロマトグラムのピークの検出時間を比較する。 

操作条件 

カラム充てん剤 フェニル化シリカゲルを用いる。 

カラム管 内径4.6㎜、長さ250㎜のステンレス管を

用いる。 

カラム温度 50℃ 

検出器 紫外部吸光検出器又はフォトダイオードア

レイ検出器を用い、波長264nmで操作する。 

移動相 アセトニトリル及び水の混液（２：１）を

用いる。クレゾールリン酸エステルが約９分で流

出する流速に調節する。 

⑵ 定量試験 

⑴ 定性試験において試験溶液の液体クロマトグラム

のピークの検出時間がクレゾールリン酸エステル標準溶

液の液体クロマトグラムのピークの検出時間と一致する

ときは，次の試験を行う。 

⑴ 定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基

とし，試験溶液中のクレゾールリン酸エステルのピーク

面積を測定するとき，その面積は，クレゾールリン酸エ

ステル標準溶液のピーク面積より大きくてはならない。 

ジブチルスズ化合物 

⑴ 定性試験 

試験溶液及びジブチルスズ標準溶液をそれぞれ２mLず

つ採り、酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液５mL及びテトラエ

チルホウ酸ナトリウム試液１mLを加えて直ちに密栓し、

20分間激しく振り混ぜる。これを室温で約１時間静置し

た後、ヘキサン層を分取する。これらを１µLずつ用いて

、次の操作条件でガスクロマトグラフィー・質量分析を



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行い、試験溶液のガスクロマトグラムのピークの検出時

間とジブチルスズ標準溶液のガスクロマトグラムのピー

クの検出時間を比較する。 

操作条件 

カラム 内径0.25㎜、長さ30ｍのケイ酸ガラス製細

管に、０～５％ジフェニルポリシロキサン含有ジ

メチルポリシロキサンを0.25µmの厚さでコーティ

ングしたものを用いる。 

カラム温度 45℃で４分間保持した後、毎分15℃で

昇温し、300℃に到達後10分間保持する。 

試験溶液注入口温度 250℃ 

検出器 質量分析計を用い、質量数263で検出する

。 

キャリヤーガス ヘリウムを用いる。ジブチルスズ

誘導体が約13分で流出する流速に調節する。 

⑵ 定量試験 

⑴ 定性試験において試験溶液のガスクロマトグラム

のピークの検出時間とジブチルスズ標準溶液のガスクロ

マトグラムのピークの検出時間が一致するときは，次の

試験を行う。 

⑴ 定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基

とし，試験溶液中のジブチルスズのピーク面積を測定す

るとき，その面積は，ジブチルスズ標準溶液のピーク面

積より大きくてはならない。 

２―メルカプトイミダゾリン 

  試験溶液及び２―メルカプトイミダゾリン標準溶液をそ

れぞれ５µLずつ用いて、次の操作条件で液体クロマトグラ

フィーを行うとき、試験溶液の液体クロマトグラム上に、

２―メルカプトイミダゾリンのピークを認めてはならない

。 

操作条件 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ ヒ素試験法 

（略） 

装置 （略） 

（略） 

操作法 

試験溶液を発生瓶に入れ、ブロモフェノールブルー試液

１滴を加え、アンモニア水又はアンモニア試液で中和する

。ただし、食品擬似溶媒が水の場合には中和の操作は省略

できる。この溶液に塩酸（１→２）５mL及びヨウ化カリウ

ム試液５mLを加え、２～３分間放置した後、塩化スズ（Ⅱ

）試液５mLを加えて室温で10分間放置する。次に水を加え

て40mLとし、亜鉛（ヒ素試験用）２ｇを加え、直ちにＢ及

びＣを連結したゴム栓Ｈを発生瓶に付ける。Ｃの細管部の

端はあらかじめヒ化水素吸収液５mLを入れた吸収管Ｄの底

に達するように入れておく。次に発生瓶は25℃の水中に肩

まで浸し、１時間放置する。吸収管を外し、必要があれば

ピリジンを加えて５mLとし、吸収液の色を観察するとき、

この色は、次の標準色よりも濃くてはならない。 

標準色の調製は、試験溶液の試験と同時に行う。試験溶

液と同量の食品擬似溶媒とヒ素標準溶液2.0mLを発生瓶に

入れ、以下試験溶液と同様に操作して得た吸収液の呈色を

   カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲルを

用いる。 

   カラム管 内径4.6㎜、長さ150㎜のステンレス管を用

いる。 

   カラム温度 40℃ 

   検出器 紫外部吸光検出器又はフォトダイオードアレ

イ検出器を用い、波長238nmで操作する。 

   移動相 メタノール及び水の混液（１：９）を用いる

。２―メルカプトイミダゾリンが約２分で流出する

流速に調節する。 

９ ヒ素試験法 

（略） 

装置 （略） 

（略） 

操作法 

試験溶液を発生瓶に入れ、ブロモフェノールブルー試液

１滴を加え、アンモニア水又はアンモニア試液で中和する

。ただし、浸出用液が水の場合には中和の操作は省略でき

る。この溶液に塩酸（１→２）５mL及びヨウ化カリウム試

液５mLを加え、２～３分間放置した後、塩化スズ（Ⅱ）試

液５mLを加えて室温で10分間放置する。次に水を加えて40

mLとし、亜鉛（ヒ素試験用）２ｇを加え、直ちにＢ及びＣ

を連結したゴム栓Ｈを発生瓶に付ける。Ｃの細管部の端は

あらかじめヒ化水素吸収液５mLを入れた吸収管Ｄの底に達

するように入れておく。次に発生瓶は25℃の水中に肩まで

浸し、１時間放置する。吸収管を外し、必要があればピリ

ジンを加えて５mLとし、吸収液の色を観察するとき、この

色は、次の標準色よりも濃くてはならない。 

標準色の調製は、試験溶液の試験と同時に行う。試験溶

液と同量の浸出用液とヒ素標準溶液又はヒ素標準溶液（乳

等の容器包装試験用）2.0mLを発生瓶に入れ、以下試験溶



 
 

 

標準色とする。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液と同様に操作して得た吸収液の呈色を標準色とする。 

10 ヒ素試験（材質試験）法 

試料１ｇを分解フラスコに採り、硝酸20mLを加えて内容物

が流動状になるまで弱く加熱する。冷後硫酸５mLを加えて白

煙が発生するまで加熱し、液がなお褐色を呈するときは冷後

硝酸５mLを追加して加熱する。この操作を液が無色又は淡黄

色となるまで繰り返す。冷後シュウ酸アンモニウム試液15mL

を加え、再び白煙が発生するまで加熱し、冷後水を加えて20

mLとし、これを試験溶液とする。 

試験溶液10mLを用いて、ヒ素試験法により試験を行うとき

、これに適合しなければならない。ただし、標準色の調製に

用いる浸出用液は水とし、ヒ素標準溶液は、乳等の容器包装

試験用のものを用いる。 

11 ヘキサン抽出物試験法 

試料約2.5ｇを精密に量り、温度計、還流冷却器及びかく

はん棒を装置した2,000mLの三頚
け い

フラスコに採り、ヘキサン1

,000mLを加え、これを20～25分の間に50℃となるように徐々

に加熱し、この温度で２時間保った後抽出液を温時ろ過して

重量既知の共栓三角フラスコ中に採り、ろ液の重量を量る。

この場合、回収率は少なくとも最初の溶媒の90％以上でなけ

ればならない。 

次に、ろ液の約半量を1,000mLのビーカーに移し、ビーカ

ーをガラスカバーで覆い、窒素を連続的に流しながら溶媒を

蒸発させる。溶媒を蒸発させながら残りのろ液及び最後に三

角フラスコをヘキサン20mLずつで２回洗った洗液を加え、全

溶液を約50mLまで濃縮した後、これを重量既知の石英製蒸発

皿に採り、ビーカーを20mLずつ温ヘキサンで２回洗い、洗液

を蒸発皿に合わす。ビーカー中に温ヘキサン不溶性の残渣
さ

の

あるときは、トルエンを加え加熱して溶かし、蒸発皿に合わ

す。蒸発皿を注意して水溶上で加熱して溶液を蒸発乾固した

後、真空デシケーター中に入れ、12時間放冷後蒸発残渣
さ

量を



 
 

 

 

 

 

 

 

８ ホルムアルデヒド試験法 

試験溶液10mLを正確に量り採り、20％リン酸１mLを加えた

後、200mLのメスシリンダーに水５～10mLを入れ、冷却器の

アダプターが水に浸るようにして水蒸気蒸留を行う。留液が

約190mLになったとき、蒸留をやめ、水を加えて正確に200mL

とする。この液５mLを内径約15mmの試験管に正確に量り採り

、アセチルアセトン試液５mLを正確に量って混和し、沸騰水

浴中で10分間加熱する。 

別に水５mLを内径約15mmの試験管に正確に量り採り、アセ

チルアセトン試液５mLを正確に量って混和し、沸騰水浴中で

10分間加熱したものを対照液とする。 

両液を白色を背景として側方から観察するとき、試験溶液

の呈する色は、対照液の呈する色より濃くてはならない。 

９ ２―メルカプトイミダゾリン試験法 

試料を細切し、その1.0gを精密に量り、共栓付きフラスコ

に入れる。メタノール50mLを加え、密栓して約40℃に保ちな

がら時々振り混ぜて一晩放置する。冷後、この液をろ過し、

ろ液及び洗液を合わせ、減圧濃縮器を用いて40℃以下で約５

mLまで濃縮する。次いで、水を加えて正確に10mLとする。そ

の１mLを採り、孔径0.5µm以下のメンブランフィルターでろ

過して試験溶液とする。 

試験溶液及び２―メルカプトイミダゾリン標準溶液をそれ

ぞれ５µLずつ用いて、次の操作条件で液体クロマトグラフィ

ーを行うとき、試験溶液の液体クロマトグラム上に、２―メ

ルカプトイミダゾリンのピークを認めてはならない。 

  操作条件 

精密に量り、この残渣
さ

量（ｇ）をＡとし次式によりヘキサン

抽出物を求める。 

ヘキサン抽出物（％）＝（Ａ－Ｂ）／試料（ｇ）×100 

Ｂ：試験溶液と同量の溶剤について得た空試験時

の残渣
さ

量（ｇ） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲルを

用いる。 

カラム管 内径4.6㎜、長さ150㎜のステンレス管を用

いる。 

カラム温度 40℃ 

検出器 紫外部吸光検出器又はフォトダイオードアレ

イ検出器を用い、波長238nmで操作する。 

移動相 メタノール及び水の混液（１：９）を用いる

。２―メルカプトイミダゾリンが約２分で流出する

流速に調節する。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 モノマー試験法 

エピクロルヒドリン 

⑴ 定性試験 

試験溶液及びエピクロルヒドリン標準溶液をそれぞれ

５µLずつ用いて次の操作条件でガスクロマトグラフィー

を行い、試験溶液のガスクロマトグラムのピークの検出

時間とエピクロルヒドリン標準溶液のガスクロマトグラ

ムのエピクロルヒドリンのピークの検出時間を比較する

。 

操作条件 

カラム 内径0.53㎜、長さ30mのケイ酸ガラス製細

管に、ポリエチレングリコールを１µmの厚さでコ

ーティングしたものを用いる。 

カラム温度 50℃で５分間保持した後、毎分10℃で

昇温し、100℃とする。 

試験溶液注入口温度 220℃ 

検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。220℃付

近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高

となるように調節する。 

キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。エピ

クロルヒドリンが約７分で流出する流速に調節す



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

⑵ 定量試験 

⑴ 定性試験において試験溶液のガスクロマトグラム

のピークの検出時間とエピクロルヒドリン標準溶液のガ

スクロマトグラムのエピクロルヒドリンのピークの検出

時間が一致するときは，次の試験を行う。 

⑴ 定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基

とし，試験溶液中のエピクロルヒドリンのピーク面積を

測定するとき，その面積は，エピクロルヒドリン標準溶

液のピーク面積より大きくてはならない。 

塩化ビニリデン 

⑴ 定性試験 

塩化ビニリデン標準溶液50µLを、あらかじめＮ，Ｎ―

ジメチルアセトアミド2.5mLを入れたセプタムキャップ

付きガラス瓶に加え直ちに密封する。次いで、試験溶液

と標準溶液をそれぞれ密封したガラス瓶を90℃に保ちな

がら時々振り混ぜて１時間加熱する。その後、それぞれ

の気相0.5mLを用いて次の操作条件でガスクロマトグラ

フィーを行い、試験溶液のガスクロマトグラムのピーク

の検出時間と塩化ビニリデン標準溶液のガスクロマトグ

ラムの塩化ビニリデンのピークの検出時間を比較する。 

操作条件 

カラム 内径0.25㎜、長さ25ｍのケイ酸ガラス製細

管に、スチレン・ジビニルベンゼン系多孔性樹脂

を３µmの厚さでコーティングしたものを用いる。 

カラム温度 80℃で１分間保持した後、毎分10℃で

昇温し、250℃に到達後10分間保持する。 

試験溶液注入口温度 200℃ 

検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。250℃付

近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高

となるように調節する。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。塩化

ビニリデンが約９分で流出する流速に調節する。 

⑵ 定量試験 

⑴ 定性試験において試験溶液のガスクロマトグラム

のピークの検出時間と塩化ビニリデン標準溶液のガスク

ロマトグラムの塩化ビニリデンのピークの検出時間が一

致するときは，次の試験を行う。 

⑴ 定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基

とし，試験溶液中の塩化ビニリデンのピーク面積を測定

するとき，その面積は，塩化ビニリデン標準溶液のピー

ク面積より大きくてはならない。 

塩化ビニル 

⑴ 定性試験 

塩化ビニル標準溶液50µLを採り、あらかじめＮ，Ｎ―

ジメチルアセトアミド2.5mLを入れたセプタムキャップ

付きガラス瓶に加え直ちに密封する。次いで、試験溶液

と標準溶液をそれぞれ密封したガラス瓶を90℃に保ちな

がら時々振り混ぜて１時間加熱する。その後、それぞれ

の気相0.5mLを用いて次の操作条件でガスクロマトグラ

フィーを行い、試験溶液のガスクロマトグラムのピーク

の検出時間と塩化ビニル標準溶液のガスクロマトグラム

の塩化ビニルのピークの検出時間を比較する。ただし、

金属缶の試験においては、試験溶液10mLをセプタムキャ

ップ付きのガラス瓶に採り、直ちに密封する。塩化ビニ

ル標準溶液50µLをあらかじめエタノール10mLを入れたセ

プタムキャップ付きのガラス瓶に加えて直ちに密封する

。試験溶液と標準溶液をそれぞれ密封したガラス瓶を50

℃に保ちながら時々振り混ぜて30分間加温したものを用

いて同様の操作を行う。 

操作条件 

カラム 内径0.25㎜、長さ25ｍのケイ酸ガラス製細



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管に、スチレン・ジビニルベンゼン系多孔性樹脂

を３µmの厚さでコーティングしたものを用いる。 

カラム温度 80℃で１分間保持した後、毎分10℃で

昇温し、250℃に到達後10分間保持する。 

試験溶液注入口温度 200℃ 

検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。250℃付

近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高

となるように調節する。 

キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。塩化

ビニルが約５分で流出する流速に調節する。 

⑵ 定量試験 

⑴ 定性試験において試験溶液のガスクロマトグラム

のピークの検出時間と塩化ビニル標準溶液のガスクロマ

トグラムの塩化ビニルのピークの検出時間が一致すると

きは，次の試験を行う。 

⑴ 定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基

とし，試験溶液中の塩化ビニルのピーク面積を測定する

とき，その面積は，塩化ビニル標準溶液のピーク面積よ

り大きくてはならない。 

カプロラクタム 

⑴ 定性試験 

試験溶液及びカプロラクタム標準溶液をそれぞれ１µL

ずつ用いて、次の操作条件でガスクロマトグラフィーを

行い、試験溶液のガスクロマトグラムのピークの検出時

間とカプロラクタム標準溶液のガスクロマトグラムのカ

プロラクタムのピークの検出時間を比較する。 

操作条件 

カラム 内径0.32㎜、長さ30ｍのケイ酸ガラス製細

管に、ジメチルポリシロキサンを５µmの厚さでコ

ーティングしたものを用いる。 

カラム温度 240℃ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験溶液注入口温度 240℃ 

検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。240℃付

近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高

となるように調節する。 

キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。カプ

ロラクタムが約５分で流出する流速に調節する。 

⑵ 定量試験 

⑴ 定性試験において試験溶液のガスクロマトグラム

のピークの検出時間とカプロラクタム標準溶液のガスク

ロマトグラムのカプロラクタムのピークの検出時間が一

致するときは，次の試験を行う。 

⑴ 定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基

とし，試験溶液中のカプロラクタムのピーク面積を測定

するとき，その面積は，カプロラクタム標準溶液のピー

ク面積より大きくてはならない。 

揮発性物質 

⑴ 検量線の作成 

100mLのメスフラスコにテトラヒドロフラン約90mLを

入れ、スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロ

ピルベンゼン及びプロピルベンゼンそれぞれ約50㎎を精

密に量って加え、テトラヒドロフランを更に加えて100m

Lとする。この溶液１mL、２mL、３mL、４mL及び５mLを

採り、それぞれ20mLのメスフラスコに入れ、ジエチルベ

ンゼン試液１mLを加えた後テトラヒドロフランを加えて

20mLとし、これらを標準溶液とする。標準溶液をそれぞ

れ１µLずつ用いて、次の操作条件でガスクロマトグラフ

ィーを行い、得られたガスクロマトグラムからスチレン

、トルエン、エチルベンゼン、イソプロピルベンゼン及

びプロピルベンゼンの各ピーク面積とジエチルベンゼン

のピーク面積との比を求め、それぞれの検量線を作成す

る。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

操作条件 

カラム 内径0.25㎜、長さ30ｍのケイ酸ガラス製細

管に、ポリエチレングリコールを0.5µｍの厚さで

コーティングしたものを用いる。 

カラム温度 60℃から毎分４℃で昇温して100℃と

し、更に毎分10℃で昇温して150℃とする。 

試験溶液注入口温度 220℃ 

検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。220℃付

近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高

となるように調節する。 

キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。ジエ

チルベンゼンが約11分で流出する流速に調節する

。 

⑵ 試験 

試験溶液１µLを用いて⑴ 検量線の作成の場合と同様

の操作条件によりガスクロマトグラフィーを行い、得ら

れたガスクロマトグラムから各ピーク面積とジエチルベ

ンゼンのピーク面積との比を求める。それぞれの検量線

を用いてスチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプ

ロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの各濃度を求め、

次式により各成分の含量を求める。 

含量（µg／ｇ）＝成分の濃度（µg／mL）×20（mL）／

試料の重量（ｇ） 

ジフェニルカーボネート 

⑴ 検量線の作成 

ジフェニルカーボネート約10㎎を精密に量り、100mL

のメスフラスコに採り、メタノールを加えて100mLとす

る。この溶液１mL、２mL、３mL、４mL及び５mLを採り、

それぞれ20mLのメスフラスコに入れ、水を加えて20mLと

し、これらを標準溶液とする（５µg／mL、10µg／mL、15

µg／mL、20µg／mL及び25µg／mL）。標準溶液をそれぞれ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20µLずつ用いて次の操作条件で液体クロマトグラフィー

を行い、得られた液体クロマトグラムからジフェニルカ

ーボネートのピーク高さ又はピーク面積を求め、検量線

を作成する。 

操作条件 

カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル

を用いる。 

カラム管 内径4.6㎜、長さ250㎜のステンレス管を

用いる。 

カラム温度 40℃ 

検出器 紫外部吸光検出器又はフォトダイオードア

レイ検出器を用いる。波長217nmで操作する。 

移動相 Ａ アセトニトリル Ｂ 水 

濃度勾配 Ａ：Ｂ（３：７）から（100：０）まで

の直線濃度勾配を35分間行った後、アセトニトリ

ルを10分間送液する。 

⑵ 試験 

試験溶液20µLを用いて⑴ 検量線の作成の場合と同様

の操作条件により液体クロマトグラフィーを行い、得ら

れた液体クロマトグラムからピーク高さ又はピーク面積

を求める。検量線を用いて試験溶液中のジフェニルカー

ボネートの濃度を求め、次式により材質中の含量を求め

る。 

材質中の含量（µg／ｇ）＝試験溶液濃度（µg／mL）×

20（mL）／試料の重量（ｇ） 

総乳酸 

⑴ 定性試験 

試験溶液及び乳酸標準溶液をそれぞれ１mLずつ採り、

0.2mol／Ｌ水酸化ナトリウム試液を100µLずつ加えて密

栓し、60℃に保ちながら時々振り混ぜて15分間放置する

。冷後、0.2mol／Ｌリン酸を100µLずつ加える。これら



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を100µLずつ用いて次の操作条件で液体クロマトグラフ

ィーを行い、試験溶液の液体クロマトグラムのピークの

検出時間と乳酸標準溶液の液体クロマトグラムの乳酸の

ピークの検出時間を比較する。 

操作条件 

カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル

を用いる。 

カラム管 内径4.6㎜、長さ250㎜のステンレス管を

用いる。 

カラム温度 40℃ 

検出器 紫外部吸光検出器又はフォトダイオードア

レイ検出器を用い、波長210nmで操作する。 

移動相 リン酸、アセトニトリル及び水混液（0.1

：１：99）を用いる。乳酸が約５分で流出する流

速に調節する。 

⑵ 定量試験 

定性試験において試験溶液の液体クロマトグラムのピ

ークの検出時間が乳酸標準溶液の液体クロマトグラムの

ピークの検出時間と一致するときは，次の試験を行う。 

定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基とし

，試験溶液中の乳酸のピーク面積を測定するとき，その

面積は，乳酸標準溶液のピーク面積より大きくてはなら

ない。 

ビスフェノールＡ（フェノール及びｐ―tert―ブチルフェノ

ールを含む。） 

⑴ 検量線の作成 

ビスフェノールＡ、フェノール及びｐ―tert―ブチル

フェノールそれぞれ約10㎎を精密に量り、100mLのメス

フラスコに採り、メタノールを加えて100mLとする。こ

の溶液１mL、２mL、３mL、４mL及び５mLを採り、それぞ

れ20mLのメスフラスコに入れ、水を加えて20mLとし、こ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れらを標準溶液とする（５µg／mL、10µg／mL、15µg／mL

、20µg／mL及び25µg／mL）。標準溶液をそれぞれ20µLず

つ用いて次の操作条件で液体クロマトグラフィーを行い

、得られた液体クロマトグラムからビスフェノールＡ、

フェノール及びｐ―tert―ブチルフェノールの各ピーク

高さ又はピーク面積を求め、それぞれの検量線を作成す

る。 

ただし、溶出試験用の検量線を作成する場合には、前

記の標準溶液２mLずつを採り、それぞれ20mLのメスフラ

スコに入れ、水を加えて20mLとしたもの（0.5µg／mL、1

.0µg／mL、1.5µg／mL、2.0µg／mL及び2.5µg／mL）を100

µLずつ用いて、同様の操作によりそれぞれの検量線を作

成する。 

操作条件 

ジフェニルカーボネートの操作条件を準用する。 

⑵ 試験 

試験溶液20µLを用いて⑴ 検量線の作成の場合と同様

の操作条件により液体クロマトグラフィーを行い、得ら

れた液体クロマトグラムから各ピーク高さ又はピーク面

積を求める。それぞれの検量線を用いて試験溶液中のビ

スフェノールＡ、フェノール及びｐ―tert―ブチルフェ

ノールの濃度を求め、次式によりそれぞれの材質中の含

量を求める。 

材質中の含量（µg／ｇ）＝試験溶液濃度（µg／mL）×

20（mL）／試料の重量（ｇ） 

ただし、溶出試験では試験溶液100µLを用いて同様に

操作し、溶出試験用の検量線を用いて試験溶液中のビス

フェノールＡ、フェノール及びｐ―tert―ブチルフェノ

ールの濃度を求める。 

フェノール 

試験溶液20mLを採り、ホウ酸緩衝液３mLを加えてよく振



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り混ぜた後、４―アミノアンチピリン試液５mL及びヘキサ

シアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム試液2.5mLを加え、更に水を加

えて100mLとし、よく振り混ぜて室温で10分間放置する。

別にフェノール標準溶液20mLを採り同様に操作する。波長

510nmで吸光度を測定するとき、試験溶液の吸光度はフェ

ノール標準溶液の吸光度より大きくてはならない。 

ホルムアルデヒド 

試験溶液10mLを採り、20％リン酸１mLを加えた後、200m

Lのメスシリンダーに水５～10mLを入れ、冷却器のアダプ

ターが水に浸るようにして水蒸気蒸留を行う。留液が約19

0mLになったとき、蒸留をやめ、水を加えて200mLとする。

この液５mLを内径約15㎜の試験管に採り、アセチルアセト

ン試液５mLを加えて混和し、沸騰水浴中で10分間加熱する

。 

別に水５mLを内径約15㎜の試験管に採り、アセチルアセ

トン試液５mLを加えて混和し、沸騰水浴中で10分間加熱し

たものを対照液とする。 

両液を白色を背景として側方から観察するとき、試験溶

液の呈する色は、対照液の呈する色より濃くてはならない

。 

メタクリル酸メチル 

⑴ 定性試験 

試験溶液及びメタクリル酸メチル標準溶液をそれぞれ

１µLずつ用いて、次の操作条件でガスクロマトグラフィ

ーを行い、試験溶液のガスクロマトグラムのピークの検

出時間とメタクリル酸メチル標準溶液のガスクロマトグ

ラムのメタクリル酸メチルのピークの検出時間を比較す

る。 

操作条件 

カラム 内径0.32㎜、長さ30ｍのケイ酸ガラス製細

管に、ジメチルポリシロキサンを５µmの厚さでコ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 誘導結合プラズマ質量分析法 

（略） 

11 誘導結合プラズマ発光分光分析法 

（略） 

12 溶出試験における試験溶液の調製法 

別段の規定があるもののほか、次の表の第１欄に掲げる食

品に接触して使用する器具又は容器包装はそれぞれ第２欄に

掲げる溶媒を食品擬似溶媒として用い、所定の溶出条件で放

置したものを試験溶液とする。 

第１欄 第２欄 

油脂及び脂肪性食品並びにクリーム ヘプタン 

ーティングしたものを用いる。 

カラム温度 120℃で１分間保持した後、毎分５℃

で昇温して170℃とする。 

試験溶液注入口温度 200℃ 

検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。200℃付

近で操作する。水素及び空気量は検出感度が最高

となるように調節する。 

キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる。メタ

クリル酸メチルが約４～５分で流出する流速に調

節する。 

⑵ 定量試験 

⑴ 定性試験において試験溶液のガスクロマトグラム

のピークの検出時間とメタクリル酸メチル標準溶液のガ

スクロマトグラムのメタクリル酸メチルのピークの検出

時間が一致するときは，次の試験を行う。 

⑴ 定性試験の操作条件の下に得られた試験結果を基

とし，試験溶液中のメタクリル酸メチルのピーク面積を

測定するとき，その面積は，メタクリル酸メチル標準溶

液のピーク面積より大きくてはならない。 

13 誘導結合プラズマ質量分析法 

（略） 

14 誘導結合プラズマ発光分光分析法 

（略） 

15 溶出試験における試験溶液の調製法 

特に定める場合以外は、次の方法により試験溶液を調製す

る。 

 

 

（新設） 

 

 



 
 

 

酒類、牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整

牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製

液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び調製

粉乳（以下この表において「酒類等」という。

） 

20％エタノール 

油脂及び脂肪性食品、クリ

－ム並びに酒類等以外の食

品 

酸性食品 ４％酢酸 

上記以外の食品 水 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器

包装 

１．液体を満たしたときにその深さが2.5cm以上である

試料（ただし、ホウロウ引きのものであって容量が３

Ｌ以上のものを除く。） 

試料表面の異物を取り除いた後、食品擬似溶媒を満

たして、常温で暗所に24時間放置する。 

２．液体を満たすことのできない試料若しくは液体を満

たしたときにその深さが2.5cm未満である試料又はホ

ウロウ引きのものであって容量が３Ｌ以上の試料（容

量が３L以上のホウロウ引きの器具又は容器包装の場

合は、試験片を作成してこれを試料とする。） 

試料表面の異物を取り除いた後、試料の表面積１cm
２につき２mLの割合の食品擬似溶媒を用い、常温で暗

所に24時間放置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

試料を水でよく洗い、指定された浸出用液を用いて次のよ

うに操作して作る。 

試料の表面積１㎝２につき２mLの割合の浸出用液を60℃に

加温して用い、60℃に保ちながら30分間放置する。ただし、

使用温度が100℃を超える試料であって水又は４％酢酸を浸

出用液とする場合にあっては95℃に保ちながら30分間、ヘプ

タンを浸出用液とする場合にあっては25℃に保ちながら１時

間放置する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

⑵ 合成樹脂製の器具又は容器包装 

試料表面の異物を取り除いた後、試料の表面積１cm２

につき２mLの割合の食品擬似溶媒を60℃に加温して用い

、60℃に保ちながら30分間放置する。ただし、使用温度

が100℃を超える試料であって水又は４％酢酸を食品擬

似溶媒とする場合にあっては90℃に保ちながら30分間、

ヘプタンを食品擬似溶媒とする場合にあっては25℃に保

ちながら１時間放置する。 

⑶ ゴム製の器具又は容器包装 

１．ほ乳器具以外 

⑵ 合成樹脂製の器具又は容器包装の規定を準用す

る。 

２．ほ乳器具 

試料表面の異物を取り除いた後、試料の重量１ｇに

つき20mLの割合の指定された食品擬似溶媒を用い、40

℃に保ちながら24時間放置する。 

⑷ 金属缶 

１．液体を満たすことができる試料 

試料表面の異物を取り除いた後、60℃に加温した食

品擬似溶媒を満たし、時計皿等で覆い、60℃に保ちな

がら30分間放置する。ただし、使用温度が100℃を超

える試料であって水を食品擬似溶媒とする場合にあっ

ては90℃に保ちながら30分間、ヘプタン又はペンタン

を食品擬似溶媒とする場合にあっては25℃に保ちなが

ら１時間放置する。また、エタノールを食品擬似溶媒

とする場合にあっては５℃以下に冷却したエタノール

を満たし、密封して５℃以下に保ちながら24時間放置

する。 

２．液体を満たすことができない試料 

試料表面の異物を取り除いた後、表面積１cm２につ

き２mLの割合の食品擬似溶媒を60℃に加温して浸し、

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 



 
 

 

60℃に保ちながら30分間放置する。ただし、使用温度

が100℃を超える試料であって水を食品擬似溶媒とす

る場合にあっては90℃に保ちながら30分間、ヘプタン

又はペンタンを食品擬似溶媒とする場合にあっては25

℃に保ちながら１時間放置する。また、エタノールを

食品擬似溶媒とする場合にあっては５℃以下に冷却し

たエタノールを用い、密封した容器中で５℃以下に保

ちながら24時間放置する。 

Ｃ 試薬・試液等 

別に規定するもののほか、試験に用いる試薬、試液、容量分

析用標準溶液、標準溶液及び標準原液は、次に示すものを用い

る。次に示すもの以外は、第２ 添加物の部Ｃ 試薬・試液等

の項に示すものを用いる。 

なお、［Ｋ 8012，ひ素分析用］又は［Ｋ 8027，特級］等

と記載したものは、それぞれ日本産業規格の番号「Ｋ 8012」

が指す亜鉛のひ素分析用又は「Ｋ 8027」が指すアセチルアセ

トンの特級等の規格に適合するものであることを示す。 

本規格で用いる名称が日本産業規格の名称と異なるものには

、日本産業規格の番号の次に、日本産業規格の名称を付した。 

 

試薬、試液、容量分析用標準溶液、標準溶液及び標準原液を

保存するガラス容器は、溶解度及びアルカリ度が極めて小さく

、鉛又はヒ素をできるだけ含まないものを用いる。 

１ 試薬 

（削る) 

（略） 

（削る） 

（削る） 

 

（略） 

（削る） 

Ｃ 試薬・試液等 

別段の規定のあるもののほか，試験に用いる試薬，試液，容

量分析用標準溶液，標準溶液及び標準原液は，次に示すものを

用いる。次に示すもの以外は，第２ 添加物の部Ｃ 試薬・試

液等の項に示すものを用いる。 

なお、［Ｋ 8012，ひ素分析用］又は［Ｋ 8027，特級］等

と記載したものは、それぞれ日本産業規格の番号「Ｋ 8012」

が指す亜鉛のひ素分析用又は「Ｋ 8027」が指すアセチルアセ

トンの特級等の規格に適合するものであることを示す。 

本規格で用いる名称が日本産業規格の名称と異なるものには

、日本産業規格の番号の次に、日本産業規格の名称を付記して

ある。 

試薬，試液，容量分析用標準溶液，標準溶液及び標準原液を

保存するガラス容器は，溶解度及びアルカリ度が極めて小さく

，鉛又はヒ素をできるだけ含まないものを用いる。 

１ 試薬 

亜鉛 Ｚn ［Ｋ 8012，特級］ 

（略） 

アセトニトリル ＣＨ３ＣＮ ［Ｋ 8032，特級］ 

４―アミノアンチピリン Ｃ11Ｈ13Ｎ３Ｏ ［Ｋ 8048，特級

］ 

（略） 

イソプロピルベンゼン 本品はイソプロピルベンゼン98％以



 
 

 

 

エタノール Ｃ２Ｈ５ＯＨ ［Ｋ 8101，エタノール（99.5）

，特級］ 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

（削る） 

（略） 

（削る） 

 

（削る） 

 

（削る） 

（略） 

（削る） 

 

（略） 

（削る） 

 

クロロホルム ＣＨＣl３ ［Ｋ 8322，特級］ 

（略） 

（削る） 

（略） 

（削る） 

 

（削る） 

 

上を含む。 

エタノール（99.5） Ｃ２Ｈ５ＯＨ ［Ｋ 8101，特級］ 

 

エタノール（塩化ビニル試験用） エタノール(99.5)，塩化

ビニルの試験を行うとき，試験を妨害する物質を含まない

ことを確認する。 

エチルベンゼン Ｃ２Ｈ５Ｃ６Ｈ５ 本品はエチルベンゼン99

％以上を含む。 

エピクロルヒドリン Ｃ３Ｈ５ＣlＯ 本品はエピクロルヒド

リン98％以上を含む。 

塩化アンチモン（Ⅲ） ＳbＣl３ ［Ｋ 8400，特級］ 

（略） 

塩化ビニリデン Ｃ２Ｈ２Ｃl２ 本品は塩化ビニリデン99％

以上を含む。 

塩化ビニル Ｃ２Ｈ３Ｃl 本品は塩化ビニル99.5％以上を含

む。 

塩酸 ＨＣl ［Ｋ 8180，特級］ 

（略） 

カプロラクタム Ｃ６Ｈ11ＮＯ 本品はカプロラクタム98％以

上を含む。 

（略） 

クレゾールリン酸エステル （Ｃ６Ｈ４ＣＨ３Ｏ）３ＰＯ 本

品はクレゾールリン酸エステル90％以上を含む。 

（新設） 

（略） 

酢酸ナトリウム ＣＨ３ＣＯＯＮa ［Ｋ 8372，特級］ 

（略） 

ジエチルベンゼン 本品は１,４―ジエチルベンゼン98％以

上を含む。 

１,２―ジクロロベンゼン Ｃ６Ｈ４Ｃl２ 本品は１,２―ジ

クロロベンゼン98％以上を含む。 



 
 

 

（削る） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

（略） 

（削る） 

（略） 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

ジクロロメタン ＣＨ２Ｃl２ ［Ｋ 8161，特級］ 

Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミド ＣＨ３ＣＯＮ（ＣＨ３）２ 

塩化ビニリデン又は塩化ビニルの試験を行うとき，試験を

妨害する物質を含まないことを確認する。 

ジフェニルカーボネート （Ｃ６Ｈ５）２ＣＯ３ 本品はジフ

ェニルカーボネート97％以上を含む。 

（略） 

硝酸バリウム Ｂa（ＮＯ３）２ ［Ｋ 8565，特級］ 

（略） 

スチレン Ｃ６Ｈ５ＣＨＣＨ２ 本品はスチレン99％以上を含

む。 

炭酸ナトリウム Ｎa２ＣＯ３ ［Ｋ 8625，特級］ 

窒素 Ｎ２ 高純度窒素を用いる。 

テトラエチルホウ酸ナトリウム （Ｃ２Ｈ５）４ＢＮa 本品

はテトラエチルホウ酸ナトリウム98％以上を含む。 

テトラヒドロフラン Ｃ４Ｈ８Ｏ ［Ｋ 9705，特級］ 揮発

性物質の試験を行うとき，試験を妨害する物質を含まない

ことを確認する。 

トリエチルアミン （Ｃ２Ｈ５）３Ｎ 本品はトリエチルアミ

ン99％以上を含む。 

トリブチルアミン （Ｃ４Ｈ９）３Ｎ 本品はトリブチルアミ

ン98％以上を含む。 

トリメチルベンゼン Ｃ９Ｈ12 本品は１,３,５―トリメチル

ベンゼン97％以上を含む。 

トルエン Ｃ６Ｈ５ＣＨ３ ［Ｋ 8680，特級］ 

二塩化ジブチルスズ （Ｃ４Ｈ９）２ＳnＣl２ 本品は二塩化

ジブチルスズ97％以上を含む。 

二酸化ゲルマニウム ＧeＯ２ 本品は二酸化ゲルマニウム99

％以上を含む。 

Ｌ―乳酸リチウム ＣＨ３ＣＨ（ＯＨ）ＣＯＯＬi 本品は乳

酸リチウム97％以上を含む。 



 
 

 

（削る） 

 

（略） 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

（略） 

（削る） 

（削る） 

 

（略） 

ペンタン Ｃ5Ｈ12 本品はペンタン98％以上を含む。 

 

（削る） 

メタノール ＣＨ３ＯＨ ［Ｋ 8891，特級］ 

（削る） 

 

（削る） 

 

（略） 

２ 試液 

試液の調製には１ 試薬に記載の試薬を用いる。 

アセチルアセトン試液 酢酸アンモニウム150ｇを水に溶か

し、酢酸３mL及びアセチルアセトン２mLを加え、更に水を

加えて正確に1,000mLとする。用時調製する。 

（削る） 

 

（略） 

20％エタノール エタノール40mLを量り、水を加えて正確に

ビスフェノールＡ （ＣＨ３）２Ｃ（Ｃ６Ｈ４ＯＨ）２ 本品は

ビスフェノールＡ99％以上を含む。 

（略） 

フェノール Ｃ６Ｈ５ＯＨ ［Ｋ 8798，特級］ 

ｐ―tert―ブチルフェノール （ＣＨ３）３ＣＣ６Ｈ４ＯＨ 

本品はｐ―tert―ブチルフェノール99％以上を含む。 

プロピルベンゼン Ｃ６Ｈ５Ｃ３Ｈ７ 本品はプロピルベンゼ

ン97％以上を含む。 

（略） 

ヘキサン Ｃ６Ｈ14 ［Ｋ 8848，特級］ 

ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム Ｋ３［Ｆe（ＣＮ）６］ 

［Ｋ 8801，特級］ 

（略） 

ペンタン Ｃ5Ｈ12 エピクロルヒドリンの試験を行うとき，

試験を妨害する物質を含まないことを確認する。 

ホウ酸 Ｈ３ＢＯ３ ［Ｋ 8863，ほう酸，特級］ 

（新設） 

メタクリル酸メチル Ｃ３Ｈ５ＣＯＯＣＨ３ 本品はメタクリ

ル酸メチル98％以上を含む。 

メチレンブルー Ｃ６Ｈ18ＣlＮ３Ｓ・３Ｈ２Ｏ ［Ｋ 8897，

特級］ 

（略） 

２ 試液 

試液の調製には１ 試薬に記載の試薬を用いる。 

アセチルアセトン試液 酢酸アンモニウム150ｇを水に溶か

し、酢酸３mL及びアセチルアセトン２mLを加え、更に水を

加えて1,000mLとする。用時調製する。 

４―アミノアンチピリン試液 ４―アミノアンチピリン1.36

ｇを水に溶かして1,000mLとする。 

（略） 

20％エタノール エタノール（99.5）40mLを量り、水を加え



 
 

 

200mLとする。 

50％エタノール エタノール100mLを量り、水を加えて正確

に200mLとする。 

塩化スズ（Ⅱ）試液 塩化スズ（Ⅱ）二水和物4.0ｇを量り

、塩酸（ヒ素試験用）125mLを加えて溶かし、水を加えて

正確に250mLとする。共栓瓶に入れ、密栓をして保存する

。調製後１か月以内に使用する。 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

 

（削る） 

 

0.5％クエン酸溶液 クエン酸一水和物5.0ｇを水に溶かして

正確に1,000mLとし、水酸化ナトリウム試液を用いてpHを3

.5に調整する。 

４％酢酸 酢酸40mLを量り、水を加えて正確に1,000mLとす

る。 

（削る） 

 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

（略） 

（削る） 

 

 

て200mLとする。 

（新設） 

 

塩化スズ（Ⅱ）試液 塩化スズ（Ⅱ）二水和物４ｇを量り、

塩酸（ヒ素試験用）125mLを加えて溶かし、水を加えて250

mLとする。共栓瓶に入れ、密栓をして保存する。調製後１

箇月以内に使用する。 

６mol／Ｌ塩酸 塩酸540mLに水を加えて1,000mLとする。 

１mol／Ｌ塩酸 塩酸90mLに水を加えて1,000mLとする。 

0.1mol／Ｌ塩酸 １mol／Ｌ塩酸100mLに水を加えて1,000mL

とする。 

希硫酸（持続耐圧試験用） 硫酸7.54ｇを水1,000mLに徐々

に加える。 

0.5％クエン酸溶液 クエン酸一水和物５ｇを量り、水を加

えて1,000mLとし、水酸化ナトリウム試液を用いてpHを3.5

に調整する。 

４％酢酸 酢酸40mLを量り、水を加えて1,000mLとする。 

 

５mol／Ｌ酢酸アンモニウム試液 酢酸アンモニウム38.5ｇ

を水に溶かして100mLとする。 

１mol／Ｌ酢酸アンモニウム試液 酢酸アンモニウム77ｇを

水に溶かして1,000mLとする。 

酢酸・酢酸ナトリウム緩衝液 第１液：酢酸12ｇを量り、水

を加えて100mLとする。 

第２液：酢酸ナトリウム16.4ｇを水に溶かして100mLとす

る。 

第１液３容量と第２液７容量を混和する。 

（略） 

ジエチルベンゼン試液 ジエチルベンゼン１mLにテトラヒド

ロフランを加えて100mLとし、その10mLを採り、更にテト

ラヒドロフランを加えて100mLとする。 



 
 

 

（削る） 

 

（略） 

0.1mol／Ｌ硝酸 硝酸6.4mLに水を加えて正確に1,000mLとす

る。 

10％硝酸 硝酸100mLを量り、水を加えて正確に1,000mLとす

る。 

水酸化ナトリウム試液 水酸化ナトリウム4.3ｇを水に溶か

して正確に100mLとする。 

（削る） 

 

（削る） 

 

ヒ化水素吸収液 Ｎ，Ｎ―ジエチルジチオカルバミド酸銀0.

50ｇをピリジンに溶かして正確に100mLとする。この液は

遮光した共栓瓶に入れ、冷所に保存する。 

（略） 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

ヨウ化カリウム試液 ヨウ化カリウム16.5ｇを量り、水を加

えて溶かし正確に100mLとする。遮光して保存する。 

硫化ナトリウム試液 硫化ナトリウム九水和物5.0ｇを量り

、水10mL及びグリセリン30mLの混液を加えて溶かす。遮光

ジクロロベンゼン試液 トリメチルベンゼン50㎎に１,２―

ジクロロベンゼンを加えて200mLとする。 

（略） 

0.1mol／Ｌ硝酸 硝酸6.4mLに水を加えて1,000mLとする。 

 

（新設） 

 

水酸化ナトリウム試液 水酸化ナトリウム4.3ｇを水に溶か

して100mLとする。 

0.2mol／Ｌ水酸化ナトリウム試液 水酸化ナトリウム8.0ｇ

を水に溶かし、1,000mLとする。 

テトラエチルホウ酸ナトリウム試液 テトラエチルホウ酸ナ

トリウム１ｇを水に溶かして50mLとする。用時調製する。 

ヒ化水素吸収液 Ｎ，Ｎ―ジエチルジチオカルバミド酸銀0.

50ｇをピリジンに溶かして100mLとする。この液は遮光し

た共栓瓶に入れ、冷所に保存する。 

（略） 

ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム試液 ヘキサシアノ鉄（Ⅲ

）酸カリウム8.6ｇを水に溶かし、アンモニア水1.8mL及び

水を加えて1,000mLとする。 

ホウ酸緩衝液 第１液：水酸化ナトリウム4.0ｇを水に溶か

して100mLとする。 

第２液：ホウ酸6.2ｇを水に溶かして100mLとする。 

第１液と第２液を等容量ずつ量り混和する。 

メチレンブルー試液（ピンホール試験用） メチレンブルー

0.4ｇを量り、エタノール10mLを含む水に溶かして100mLと

する。 

ヨウ化カリウム試液 ヨウ化カリウム16.5ｇを量り、水を加

えて溶かし100mLとする。遮光して保存する。 

硫化ナトリウム試液 硫化ナトリウム九水和物５ｇを量り、

水10mL及びグリセリン30mLの混液を加えて溶かす。遮光し



 
 

 

した小瓶にほとんど全満し、密栓して保存する。調製後３

か月以内に使用する。 

（削る） 

 

20%リン酸 リン酸40mLを量り、水を加えて正確に200mLとす

る。 

３ 容量分析用標準溶液 

0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液 過マンガン酸カリ

ウム約0.31ｇを水に溶かして1,000mLとする。遮光した共

栓ビンに保存する。用時0.005mol／Ｌシュウ酸ナトリウム

溶液を用いて標定する。 

標定 水100mLを採り、硫酸（１→３）５mL及び0.002mol

／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液５mLを加えて５分間煮沸

する。次いで、加熱をやめ、直ちに0.005mol／Ｌシュウ

酸ナトリウム溶液10mLを加えて脱色した後、0.002mol／

Ｌ過マンガン酸カリウム溶液を微紅色が消えずに残るま

で滴加する。この液に硫酸（１→３）５mL及び0.002mol

／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液５mLを加え、５分間煮沸

した後、0.005mol／Ｌシュウ酸ナトリウム溶液10mLを正

確に量って加え、直ちに0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリ

ウム溶液で滴定し、次式により0.002mol／Ｌ過マンガン

酸カリウム溶液のファクターを求める。 

10 

ファクター＝――――― 

（５＋ａ） 

ただし、ａ：0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液

の滴定量（mL） 

0.005mol／Ｌシュウ酸ナトリウム溶液 シュウ酸ナトリウム

0.6700ｇを水に溶かして正確に1,000mLとし、遮光した共

栓ビンに保存する。調製後１か月以内に使用する。 

４ 標準溶液、標準原液 

た小瓶にほとんど全満し、密栓して保存する。調製後３箇

月以内に使用する。 

0.2mol／Ｌリン酸 リン酸14mLに水を加えて1,000mLとする

。 

（新設） 

 

３ 容量分析用標準溶液 

0.002mol／Ｌ過マンガン酸カリウム溶液 過マンガン酸カリ

ウム約0.31ｇを水に溶かして1,000mLとする。遮光した共

栓ビンに保存する。用時0.005mol／Ｌシュウ酸ナトリウム

溶液を用いて標定する。 

標定 水100mLを採り、硫酸（１→３）５mL及び過マンガ

ン酸カリウム溶液５mLを加えて５分間煮沸する。次いで

、加熱をやめ、直ちに0.005mol／Ｌシュウ酸ナトリウム

溶液10mLを加えて脱色した後、過マンガン酸カリウム溶

液を微紅色が消えずに残るまで滴加する。この液に硫酸

（１→３）５mL及び過マンガン酸カリウム溶液５mLを加

え、５分間煮沸した後、0.005mol／Ｌシュウ酸ナトリウ

ム溶液10mLを加え、直ちに過マンガン酸カリウム溶液で

滴定し、次式により過マンガン酸カリウム溶液のファク

ターを求める。 

 

10 

ファクター＝――――― 

（５＋ａ） 

ただし、ａ：過マンガン酸カリウム溶液の滴定量（mL

） 

0.005mol／Ｌシュウ酸ナトリウム溶液 シュウ酸ナトリウム

0.6700ｇを水に溶かして1,000mLとし、遮光した共栓ビン

に保存する。調製後１箇月以内に使用する。 

４ 標準溶液、標準原液 



 
 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

亜鉛標準原液 亜鉛1.0ｇを量り、６mol／Ｌ塩酸に溶かして

水浴上で蒸発乾固し、残留物に１mol／Ｌ塩酸を加えて1,0

00mLとする。本液１mLは亜鉛１㎎を含む。 

亜鉛標準溶液 亜鉛標準原液１mLを採り、水を加えて50mLと

する。その１mLを採り試験溶液と同じ浸出用液を加えて20

mLとする。水を浸出用液とする場合にはこれに酢酸５滴を

加える。本液１mLは亜鉛１µg含む。 

アンチモン標準原液 塩化アンチモン（Ⅲ）1.874ｇを量り

、少量の塩酸（１→２）で溶解した後、塩酸（１→10）を

加えて1,000mLとする。本液１mLはアンチモン１㎎を含む

。 

アンチモン標準溶液 アンチモン標準原液１mLを採り、４％

酢酸を加えて100mLとし、その１mLを採り４％酢酸を加え

て200mLとする。本液１mLはアンチモン0.05µgを含む。 

アンチモン標準溶液（乳等の容器包装試験用） アンチモン

標準原液１mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとし、その0

.5mLを採り４％酢酸を加えて200mLとする。本液１mLはア

ンチモン0.025µgを含む。 

エピクロルヒドリン標準溶液 エピクロルヒドリン100㎎を

ペンタンに溶かして100mLとし、その１mLを採り、ペンタ

ンを加えて100mLとする。更にこの液５mLを採り、ペンタ

ンを加えて100mLとする。本液１mLはエピクロルヒドリン0

.5µgを含む。 

塩化ビニリデン標準溶液 100mLのメスフラスコに約98mLの

Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミドを入れ、シリコーンゴム栓

をする。このメスフラスコに塩化ビニリデンを250µL、シ

リコーンゴム栓を通して注入する。更にシリコーンゴム栓

を通してＮ，Ｎ―ジメチルアセトアミドを注入して100mL

とする。この液１mLを採り、Ｎ，Ｎ―ジメチルアセトアミ

ドを加えて50mLとする。本液１mLは塩化ビニリデン60µgを

含む。 



 
 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カドミウム標準原液 金属カドミウム100㎎を精密に量り、1

0％硝酸50mLに溶かして水浴上で蒸発乾固し、残留物に0.1

mol／Ｌ硝酸を加えて正確に100mLとする。本液１mLはカド

ミウム１㎎を含む。 

カドミウム標準溶液 カドミウム標準原液１mLを正確に量り

、試験溶液と同じ溶媒を加えて正確に200mLとする。ただ

し、試験溶液が水の場合には硝酸を５滴加える。本液１mL

はカドミウム５µgを含む。 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

塩化ビニル標準溶液 200mLのメスフラスコに約190mLのエタ

ノール（塩化ビニル試験用）を入れ、シリコーンゴム栓を

して重量を測定する。このメスフラスコをメタノール・ド

ライアイス浴で冷却し、あらかじめ液化した塩化ビニル20

0㎎をシリコーンゴム栓を通して注入する。シリコーンゴ

ム栓を通して、メタノール・ドライアイス浴で冷却したエ

タノール（塩化ビニル試験用）を注入して200mLとする。

次いで、これをメタノール・ドライアイス浴で冷却し、そ

の１mLを採り、メタノール・ドライアイス浴で冷却したエ

タノール（塩化ビニル試験用）を加えて100mLとする。メ

タノール・ドライアイス浴中で保存する。本液１mLは塩化

ビニル10µgを含む。 

カドミウム標準原液 金属カドミウム100㎎を量り、10％硝

酸50mLに溶かして水浴上で蒸発乾固し、残留物に0.1mol／

Ｌ硝酸を加えて100mLとする。本液１mLはカドミウム１㎎

を含む。 

カドミウム標準溶液 カドミウム標準原液１mLを採り、試験

溶液と同じ溶媒を加えて200mLとする。ただし、試験溶液

が水の場合には硝酸を５滴加える。本液１mLはカドミウム

５µgを含む。 

カドミウム標準溶液（金属缶試験用） カドミウム標準溶液

２mLを採り、浸出用液を加えて100mLとする。ただし、浸

出用液が水の場合には硝酸を５滴加える。本液１mLはカド

ミウム0.1µgを含む。 

カプロラクタム標準溶液 カプロラクタム1.5ｇを量り、20

％エタノールに溶かして1,000mLとする。この液１mLを採

り、20％エタノールを加えて100mLとする。本液１mLはカ

プロラクタム15µgを含む。 

クレゾールリン酸エステル標準溶液 クレゾールリン酸エス

テル100㎎を採り、アセトニトリルを加えて溶解し100mLと

する。その１mLを採り、アセトニトリル60mLを加えた後、



 
 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

鉛標準原液 硝酸鉛（Ⅱ）159.8㎎を10％硝酸10mLに溶かし

、水を加えて正確に100mLとする。本液１mLは鉛１㎎を含

む。 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

 

鉛標準溶液(重金属試験用) 鉛標準原液１mLを正確に量り、

水を加えて100mLとする。本液１mLはクレゾールリン酸エ

ステル10µgを含む。 

ゲルマニウム標準原液 二酸化ゲルマニウム144㎎を白金る

つぼに量り、炭酸ナトリウム１ｇを加え、十分に混合した

後、加熱融解し、冷後、水を加えて溶かす。塩酸を加えて

中和した後、１mL過剰に塩酸を加え、更に水を加えて100m

Lとする。本液１mLはゲルマニウム１㎎を含む。 

ゲルマニウム標準溶液 ゲルマニウム標準原液１mLを採り、

４％酢酸を加えて100mLとする。その１mLを採り、４％酢

酸を加えて100mLとする。本液１mLはゲルマニウム0.1µgを

含む。 

ゲルマニウム標準溶液（乳等の容器包装試験用） ゲルマニ

ウム標準原液１mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとする

。その0.5mLを採り、４％酢酸を加えて100mLとする。本液

１mLはゲルマニウム0.05µgを含む。 

ジブチルスズ標準溶液 二塩化ジブチルスズ100㎎にアセト

ン及び塩酸２～３滴を加えて溶かした後、アセトンを加え

て100mLとする。その１mLを採り、ヘキサン及び塩酸２～

３滴を加えて1,000mLとする。本液１mLは二塩化ジブチル

スズ１µgを含む。 

鉛標準原液 硝酸鉛（Ⅱ）159.8㎎を10％硝酸10mLに溶かし

、水を加えて100mLとする。本液１mLは鉛１㎎を含む。 

 

鉛標準溶液 鉛標準原液１mLを採り、試験溶液と同じ溶媒を

用いて200mLとする。ただし、試験溶液が水の場合には硝

酸を５滴加える。本液１mLは鉛５µgを含む。 

鉛標準溶液（金属缶試験用） 鉛標準溶液８mLを採り、浸出

用液と同じ溶媒を用いて100mLとする。ただし、浸出用液

が水の場合には硝酸５滴を加える。本液１mLは鉛0.4µgを

含む。 

鉛標準溶液（重金属試験用） 鉛標準原液１mLを採り、水を



 
 

 

水を加えて正確に100mLとする。用時調製する。本液１mL

は鉛10µgを含む。 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

（削る） 

 

 

ヒ素標準原液 三酸化二ヒ素を微細な粉末とし、105℃で４

時間乾燥し、その0.10ｇを精密に量り、水酸化ナトリウム

溶液（１→５）５mLを加えて溶かす。この液を硫酸（１→

20）で中和し、更に硫酸（１→20）10mLを追加し、新たに

煮沸し冷却した水を加えて正確に1,000mLとする。本液１m

Lは三酸化二ヒ素0.1㎎を含む。 

ヒ素標準溶液 ヒ素標準原液10mLを正確に量り、硫酸（１→

20）10mLを加え、新たに煮沸し冷却した水を加えて正確に

1,000mLとする。本液１mLは、三酸化二ヒ素１µgを含む。

用時調製し、共栓瓶に保存する。 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

 

加えて100mLとする。用時調製する。本液１mLは鉛10µgを

含む。 

乳酸標準溶液 Ｌ―乳酸リチウム1.07ｇを採り、水を加えて

1,000mLとする。この液３mLを採り、水を加えて100mLとす

る。本液１mLは乳酸30µgを含む。 

バリウム標準原液 硝酸バリウム190.3㎎を0.1mol／Ｌ硝酸

に溶かして100mLとする。本液１mLはバリウム１㎎を含む

。 

バリウム標準溶液 バリウム標準原液１mLを採り、0.1mol／

Ｌ硝酸を加えて1,000mLとする。本液１mLはバリウム１µg

を含む。 

ヒ素標準原液 三酸化二ヒ素を微細な粉末とし、105℃で４

時間乾燥し、その0.10ｇを量り、水酸化ナトリウム溶液（

１→５）５mLを加えて溶かす。この液を硫酸（１→20）で

中和し、更に硫酸（１→20）10mLを追加し、新たに煮沸し

冷却した水を加えて1,000mLとする。本液１mLは三酸化二

ヒ素0.1㎎を含む。 

ヒ素標準溶液 ヒ素標準原液10mLを採り、硫酸（１→20）10

mLを加え、新たに煮沸し冷却した水を加えて1,000mLとす

る。本液１mLは、三酸化二ヒ素１µgを含む。用時調製し、

共栓瓶に保存する。 

ヒ素標準溶液（乳等の容器包装試験用） ヒ素標準原液５mL

を採り、硫酸（１→20）10mLを加え、新たに煮沸し冷却し

た水を加えて1,000mLとする。本液１mLは、三酸化二ヒ素0

.5µgを含む。用時調製し、共栓瓶に保存する。 

フェノール標準溶液 フェノール1.0ｇを水に溶かして100mL

とし、その１mLを採り、水を加えて100mLとする。更にこ

の液１mLを採り、水を加えて20mLとする。本液１mLはフェ

ノール５µgを含む。 

メタクリル酸メチル標準溶液 メタクリル酸メチル1.5ｇを

採り、20％エタノールに溶かして1,000mLとする。この液



 
 

 

 

 

２―メルカプトイミダゾリン標準溶液 ２―メルカプトイミ

ダゾリン200mgを精密に量り、メタノールに溶かして正確

に100mLとする。この液１mLを正確に量り、メタノールを

加えて正確に100mLとする。本液１mLは２―メルカプトイ

ミダゾリン20µgを含む。 

１mLを採り、20％エタノールを加えて100mLとする。本液

１mLはメタクリル酸メチル15µgを含む。 

２―メルカプトイミダゾリン標準溶液 ２―メルカプトイミ

ダゾリン200㎎を採り、メタノールに溶かして100mLとする

。この液１mLを採り、メタノールを加えて100mLとする。

本液１mLは２―メルカプトイミダゾリン20µgを含む。 

Ｄ 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格 

１ ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装 

ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装

は、次の規格に適合しなければならない。 

⑴ ガラス製の器具又は容器包装 

 １．溶出規格 

ａ カドミウム及び鉛 

次の表の第１欄に掲げる器具又は容器包装の区分に

応じ、それぞれカドミウムにあっては同表の第２欄に

掲げる量以下、鉛にあっては同表の第３欄に掲げる量

以下。ただし、食品擬似溶媒として４％酢酸を用いる

。 

第１欄 第２欄 第３欄 

液体を満

たしたと

きにその

深さが2.5

cm以上の

もの 

加熱調理用器具 0.05µg／

mL 

0.5µg／m

L 

加熱調理

用器具以

外のもの 

容量600mL未満の

もの 

0.5µg／m

L 

1.5µg／m

L 

容量600mL以上３

Ｌ未満のもの 

0.25µg／

mL 

0.75µg／

mL 

容量３Ｌ以上の

もの 

0.25µg／

mL 

0.5µg／m

L 

液体を満たせないもの又は液体を満たし

たときにその深さが2.5cm未満のもの 

0.7µg／c

m2 

８µg／cm
2 

２．回収して繰り返し使用する清涼飲料水（原料用果汁

Ｄ 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格 

１ ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装 

ガラス製，陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装

は，次の試験法による試験に適合しなければならない。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

を除く。）の容器包装は、透明なものであること。 

３．回収して繰り返し使用する乳等（牛乳、特別牛乳、殺

菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加

工乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び

乳飲料に限る。）の販売用の容器包装は、透明なもので

あること。 

⑵ 陶磁器製の器具又は容器包装 

１．溶出規格 

ａ カドミウム及び鉛 

次の表の第１欄に掲げる器具又は容器包装の区分に

応じ、それぞれカドミウムにあっては同表の第２欄に

掲げる量以下、鉛にあっては同表の第３欄に掲げる量

以下。ただし、食品擬似溶媒として４％酢酸を用いる

。 

第１欄 第２欄 第３欄 

液体を満

たしたと

きにその

深さが2.

5 c m以上

のもの 

加熱調理用器具 0.05µg／

mL 

0.5µg／m

L 
加熱調理

用器具以

外のもの 

容量1.1Ｌ未満

のもの 

0.5µg／m

L 

２µg／mL 

容量1.1Ｌ以上

３Ｌ未満のもの 

0.25µg／

mL 

１µg／mL 

容量３Ｌ以上の

もの 

0.25µg／

mL 

0.5µg／m

L 

液体を満たせないもの又は液体を満たし

たときにその深さが2.5cm未満のもの 

0.7µg／c

m2 

８µg／cm
2 

⑶ ホウロウ引きの器具又は容器包装 

１．溶出規格 

ａ カドミウム及び鉛 

次の表の第１欄に掲げる器具又は容器包装の区分に

応じ、それぞれカドミウムにあっては同表の第２欄に

掲げる量以下、鉛にあっては同表の第３欄に掲げる量

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 



 
 

 

以下。ただし、食品擬似溶媒として４％酢酸を用いる

。 

第１欄 第２欄 第３欄 

液体を満

たしたと

きにその

深さが2.5

cm以上の

もの 

加熱調理用器具であって容

量が３Ｌ未満のもの 

0.07µg／

mL 

0.4µg／m

L 

加熱調理用器具以外のもの

であって容量が３Ｌ未満の

もの 

0.07µg／

mL 

0.8µg／m

L 

容量が３Ｌ以上のもの 0.5µg／c

m2 

１µg／cm
2 

液体を満

たせない

もの又は

液体を満

たしたと

きにその

深さが2.5

cm未満の

もの 

加熱調理用器具 0.5µg／c

m2 

１µg／cm
2 

加熱調理用器具以外 0.7µg／c

m2 

８µg／cm
2 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 液体を満たしたときにその深さが2.5㎝以上である試料

（ただし、ホウロウ引きのものであって容量が３Ｌ以上の

ものを除く。） 

 １．試験溶液の調製 

試料（ただし，ホウロウ引きのものであつて容量が３

Ｌ以上のものを除く。）を水でよく洗つた後，４％酢酸

を満たして，常温で暗所に24時間放置する。この液をビ

ーカーに移し試験溶液とする。 

 ２．溶出試験 

ａ カドミウム及び鉛 

① 検量線の作成 

カドミウム標準溶液及び鉛標準溶液を４％酢酸



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で適宜希釈し、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ

質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法に

より測定し、カドミウム及び鉛それぞれの検量線を

作成する。 

② 定量法 

試験溶液について、原子吸光光度法、誘導結合

プラズマ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光

分析法により、カドミウム及び鉛の溶出量を求める

とき、その量は、次の表の第１欄に掲げる器具又は

容器包装の区分に応じ、それぞれカドミウムにあっ

ては同表の第２欄に掲げる量以下、鉛にあっては同

表の第３欄に掲げる量以下でなければならない。 

第１欄 第２欄 第３欄 

ガラス製

の器具又

は容器包

装 

加熱調理用器具 0.05µg／

mL 

0.5µg／m

L 

加熱調理

用器具以

外のもの 

容量600mL未満

のもの 

0.5µg／m

L 

1.5µg／m

L 

容量600mL以上

３Ｌ未満のもの 

0.25µg／

mL 

0.75µg／

mL 

容量３Ｌ以上の

もの 

0.25µg／

mL 

0.5µg／m

L 

陶磁器製

の器具又

は容器包

装 

加熱調理用器具 0.05µg／

mL 

0.5µg／m

L 

加熱調理

用器具以

外のもの 

容量1.1Ｌ未満

のもの 

0.5µg／m

L 

２µg／mL 

容量1.1Ｌ以上

３Ｌ未満のもの 

0.25µg／

mL 

１µg／mL 

容量３Ｌ以上の

もの 

0.25µg／

mL 

0.5µg／m

L 

ホウロウ

引きの器

加熱調理用器具であって容

量が３Ｌ未満のもの 

0.07µg／ 

mL 

0.4µg／m

L 



 
 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具又は容

器包装 

加熱調理用器具以外のもの

であって容量が３Ｌ未満の

もの 

0.07µg／ 

mL 

0.8µg／m

L 

⑵ 液体を満たすことのできない試料若しくは液体を満たし

たときにその深さが2.5㎝未満である試料又はホウロウ引

きのものであって容量が３Ｌ以上の試料 

１．試験溶液の調製 

試料（ホウロウ引きのものであつて容量が３Ｌ以上の

ものの場合は，試験片を作成してこれを試料とする。）

を水でよく洗つた後，４％酢酸を浸出用液として，常温

で暗所に24時間放置する。 

２．溶出試験 

ａ カドミウム及び鉛 

① 検量線の作成 

カドミウム標準溶液及び鉛標準溶液を４％酢酸で

適宜希釈し、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質

量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法によ

り測定し、カドミウム及び鉛それぞれの検量線を作

成する。 

② 定量法 

試験溶液について、原子吸光光度法、誘導結合プ

ラズマ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分

析法により、カドミウム及び鉛の濃度Ｃ（μｇ／ｍ

Ｌ）をそれぞれ求め、試料の表面積をＳ（㎝2）、

浸出用液の全量をＶ（ｍＬ）とし、次式により単位

面積あたりの溶出量をそれぞれ求めるとき、その量

は、次の表の第１欄に掲げる器具又は容器包装の区

分に応じ、それぞれカドミウムにあっては同表の第

２欄に掲げる量以下、鉛にあっては同表の第３欄に

掲げる量以下でなければならない。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 合成樹脂製の器具又は容器包装 

⑴ 一般規格 

合成樹脂製の器具又は容器包装は、次の規格に適合しな

ければならない。 

 

 

 

１．材質規格 

ａ カドミウム 

100µg／ｇ以下 

 

 

 

単位面積当たりの溶出量（µg／cm2）＝（Ｃ×Ｖ

）／Ｓ 

第１欄 

 

第２欄 第３欄 

ガラス製の器具又は容器包装 0.7µg／cm
2 

８µg／cm2 

陶磁器製の器具又は容器包装 0.7µg／cm
2 

８µg／cm2 

ホ ウ

ロ ウ

引 き

の 器

具 又

は 容

器 包

装 

液体を満たす

ことのできな

いもの又は液

体を満たした

ときにその深

さが2.5㎝未

満のもの 

加 熱 調 理

用器具 

0.5µg／cm
2 

１µg／cm2 

加 熱 調 理

用 器 具 以

外のもの 

0.7µg／cm
2 

８µg／cm2 

液体を満たしたときにその

深さが2.5㎝以上のもので

あって容量が３Ｌ以上のも

の 

0.5µg／cm
2 

１µg／cm2 

２ 合成樹脂製の器具又は容器包装 

⑴ 一般規格 

合成樹脂製の器具又は容器包装は，次の試験法による試

験（フェノール樹脂，メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成

分とする合成樹脂製のものについては，２．溶出試験のｂ

に示す過マンガン酸カリウム消費量の試験を除く。）に適

合しなければならない。 

１．材質試験 

ａ カドミウム及び鉛 

試料1.0ｇを白金製、石英製又は耐熱ガラス製の蒸

発皿に採り、硫酸２mLを加え徐々に加熱し、更に硫酸

の白煙がほとんど出なくなり、大部分が炭化するまで

加熱する。これを約450℃の電気炉で加熱して灰化す



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 鉛 

100µg／ｇ以下 

２．溶出規格 

ａ 重金属 

重金属試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中の重金属の量

は鉛として１µg／mL以下となる。ただし、食品擬似溶

媒として４％酢酸を用いる。 

（削る） 

 

 

 

ｂ 総溶出物（個別規格が設定されている合成樹脂製の

器具又は容器包装を除く。） 

0.1mg／cm2以下 

⑵ 個別規格 

１．フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成

分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 

フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成

る。完全に灰化するまで、蒸発皿の内容物を硫酸で潤

して再び加熱する操作を繰り返し行う。この残留物に

塩酸（１→２）５mLを加えてかき混ぜ、水浴上で蒸発

乾固する。冷後0.1mol／Ｌ硝酸20mLを加えて溶解し、

不溶物がある場合はろ過をして試験溶液とする。この

試験溶液について、原子吸光光度法、誘導結合プラズ

マ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法に

よりカドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験溶液

中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５µg／mL以下と

なり、試料当たりに換算するとそれぞれ100µg／ｇ以

下となる。 

（新設） 

 

２．溶出試験 

ａ 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液に

ついて、重金属試験を行うとき、これに適合しなけれ

ばならない。これに適合するとき、試験溶液中の重金

属の量は鉛として１µg／mL以下となる。 

ｂ 過マンガン酸カリウム消費量 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液について

、過マンガン酸カリウム消費量の試験を行うとき、そ

の量は10µg／mL以下でなければならない。 

（新設） 

 

 

⑵ 個別規格 

１．フェノール樹脂、メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成

分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 

フェノール樹脂，メラミン樹脂又はユリア樹脂を主成



 
 

 

分とする合成樹脂製の器具又は容器包装は、次の規格に

適合しなければならない。 

ａ 溶出規格 

① フェノール 

５µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

 

 

 

② ホルムアルデヒド 

ホルムアルデヒド試験を行うとき、これに適合し

なければならない。ただし、食品擬似溶媒として水

を用いる。 

③ 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

２．ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具

又は容器包装（ただし、フェノール樹脂、メラミン樹脂

又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装を除く。） 

ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具

又は容器包装（ただし、フェノール樹脂、メラミン樹脂

又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装を除く。）は、次の規格に適合しなければならな

い。 

ａ 溶出規格 

① ホルムアルデヒド 

ホルムアルデヒド試験を行うとき、これに適合し

なければならない。ただし、食品擬似溶媒として水

を用いる。 

② 蒸発残留物 

分とする合成樹脂製の器具又は容器包装は，次の試験法

による試験に適合しなければならない。 

ａ 溶出試験 

① フェノール 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につい

て、モノマー試験法中のフェノールの試験を行うと

き、これに適合しなければならない。これに適合す

るとき、試験溶液中のフェノールの量は５µg／mL以

下となる。 

② ホルムアルデヒド 

浸出用液として水を用いて作つた試験溶液につい

て，モノマー試験法中のホルムアルデヒドの試験を

行うとき，これに適合しなければならない。 

③ 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

２．ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具

又は容器包装（ただし、フェノール樹脂、メラミン樹脂

又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装を除く。） 

ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具

又は容器包装（ただし，フェノール樹脂，メラミン樹脂

又はユリア樹脂を主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装を除く。）は，次の試験法による試験に適合しな

ければならない。 

ａ 溶出試験 

① ホルムアルデヒド 

浸出用液として水を用いて作つた試験溶液につい

て，モノマー試験法中のホルムアルデヒドの試験を

行うとき，これに適合しなければならない。 

② 蒸発残留物 



 
 

 

30µg／mL以下 

 

③ 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

３．ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は

容器包装 

ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は

容器包装は、次の規格に適合しなければならない。 

 

ａ 材質規格 

① ジブチルスズ化合物 

50µg／ｇ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② リン酸トリクレジル 

１mg／ｇ以下 

 

 

 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

３．ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は

容器包装 

ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は

容器包装は，次の試験法による試験に適合しなければな

らない。 

ａ 材質試験 

① ジブチルスズ化合物 

試料を細切又は粉砕し、その0.5ｇを量り、共栓

付フラスコに入れる。アセトン及びヘキサンの混液

（３：７）20mL及び塩酸１滴を加え、密栓をして約

40℃に保ちながら時々振り混ぜて一晩放置する。冷

後、この液をろ過し、ろ液及び洗液を合わせ、減圧

濃縮器を用いて40℃以下で約１mLまで濃縮する。次

いで、ヘキサンを用いて25mLのメスフラスコに移し

、ヘキサンを加えて25.0mLとする。毎分2,500回転

で、約10分間遠心分離を行い、上澄液を試験溶液と

して添加剤試験法中のジブチルスズ化合物の試験を

行うとき、これに適合しなければならない。これに

適合するとき、試験溶液中のジブチルスズ化合物量

は二塩化ジブチルスズとして１µg／mL以下であり、

試料当たりに換算すると50µg／ｇ以下となる。 

② クレゾールリン酸エステル 

試料を細切又は粉砕し、その0.5ｇを量り、共栓

付フラスコに入れる。アセトニトリル15mLを加え、

密栓をして約40℃に保ちながら一晩放置する。この

液をろ過し、ろ液及び洗液を合わせ、アセトニトリ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 塩化ビニル 

１µg／ｇ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 溶出規格 

① 蒸発残留物 

30µg／mL以下。ただし、ヘプタンを食品擬似溶媒

とする場合にあっては、150µg／mL以下。 

 

 

② 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

ルを加えて25mLとし、これをアセトニトリル抽出液

とする。あらかじめアセトニトリル５mL並びにアセ

トニトリル及び水の混液（１：１）５mLをそれぞれ

注入して流したオクタデシルシリル化シリカゲルミ

ニカラムに、アセトニトリル抽出液５mLと水５mLを

混和して注入する。その後、アセトニトリル及び水

の混液（２：１）で溶出して溶出液10mLを採取する

。これを試験溶液として添加剤試験法中のクレゾー

ルリン酸エステルの試験を行うとき、これに適合し

なければならない。これに適合するとき、試験溶液

中のクレゾールリン酸エステル量は10µg／mL以下で

あり、試料当たりに換算すると１㎎／ｇ以下となる

。 

③ 塩化ビニル 

試料を細切し、その0.5ｇを量り、20mLのセプタ

ムキャップ付きのガラス瓶に入れる。次いで、Ｎ，

Ｎ―ジメチルアセトアミド2.5mLを加え、直ちに密

封する。これを試験溶液としてモノマー試験法中の

塩化ビニルの試験を行うとき、これに適合しなけれ

ばならない。これに適合するとき、試料中の塩化ビ

ニル量は１µg／ｇ以下となる。ただし、溶解が困難

な試料にあっては、密封後常温で時々振り混ぜて一

晩放置したものを試験溶液とする。 

ｂ 溶出試験 

① 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。ただし、ヘプタンを浸出用

液とする場合にあっては、150µg／mL以下でなけれ

ばならない。 

（新設） 

 



 
 

 

用いる。 

４．ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成

樹脂製の器具又は容器包装 

ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成

樹脂製の器具又は容器包装は、次の規格に適合しなけれ

ばならない。 

ａ 溶出規格 

① 蒸発残留物 

30µg／mL以下。ただし、使用温度が100℃以下の

試料であってヘプタンを食品擬似溶媒とする場合に

あっては、150µg／mL以下。 

 

② 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

５．ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装 

ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装は、次の規格に適合しなければならない。 

 

ａ 材質規格 

① スチレン類 

スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソプロ

ピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合計は、

５mg／ｇ以下。ただし、発泡ポリスチレン（熱湯を

用いるものに限る。）にあっては、各成分の量の合

計が２mg／ｇ以下であり、かつ、スチレン及びエチ

ルベンゼンの量がそれぞれ１mg／ｇ以下。 

 

 

 

 

４．ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成

樹脂製の器具又は容器包装 

ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成

樹脂製の器具又は容器包装は，次の試験法による試験に

適合しなければならない。 

ａ 溶出試験 

① 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。ただし、使用温度が100℃

以下の試料であってヘプタンを浸出用液とする場合

にあっては、150µg／mL以下でなければならない。 

（新設） 

 

 

５．ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装 

ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容

器包装は，次の試験法による試験に適合しなければなら

ない。 

ａ 材質試験 

① 揮発性物質 

試料約0.5ｇを精密に量り、20mLのメスフラスコ

に採り、テトラヒドロフランを約15mL加える。試料

が溶けた後、ジエチルベンゼン試液１mLを加え、次

にテトラヒドロフランを加え20mLとする。これを試

験溶液としてモノマー試験法中の揮発性物質の試験

を行うとき、スチレン、トルエン、エチルベンゼン

、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量

の合計は、５㎎／ｇ以下でなければならない。ただ

し、発泡ポリスチレン（熱湯を用いるものに限る。



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

）にあっては、各成分の濃度の合計が２㎎／ｇ以下

であり、かつ、スチレン及びエチルベンゼンの濃度

がそれぞれ１㎎／ｇ以下でなければならない。ただ

し、テトラヒドロフラン添加後一晩放置しても試料

の大部分が溶解しない場合にあっては、細切した試

料0.1ｇを精密に量り、20mLのセプタムキャップ付

きのガラス瓶に入れ、ジクロロベンゼン試液2.0mL

を加え、直ちに密封したものを試験溶液とし、以下

の試験を行うとき、スチレン、トルエン、エチルベ

ンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼ

ンの量の合計は、５㎎／ｇ以下でなければならない

。 

イ 検量線の作成 

100mLのメスフラスコにジクロロベンゼン試液

約80mLを入れ、スチレン、トルエン、エチルベン

ゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベンゼ

ンそれぞれ約100㎎を精密に量って加え、ジクロ

ロベンゼン試液を更に加えて100mLとする。この

溶液１mL、２mL、３mL、４mL及び５mLを採り、ジ

クロロベンゼン試液を加えて20mLとする。この溶

液2.0mLをそれぞれ20mLのセプタムキャップ付き

のガラス瓶に入れ、直ちに密封したものを標準溶

液とする。次いで、密封したガラス瓶を140℃に

保ちながら時々振り混ぜて１時間加熱する。その

後、それぞれの気相１mLを用いて次の操作条件で

ガスクロマトグラフィーを行い、得られたガスク

ロマトグラムからスチレン、トルエン、エチルベ

ンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベン

ゼンの各ピーク面積とトリメチルベンゼンのピー

ク面積との比を求め、それぞれの検量線を作成す

る。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 溶出規格 

① 蒸発残留物 

30µg／mL以下。ただし、ヘプタンを食品擬似溶媒

操作条件 

カラム 内径0.25㎜、長さ30ｍのケイ酸ガラ

ス製細管に、ポリエチレングリコールを0.

5μｍの厚さでコーティングしたものを用

いる。 

カラム温度 60℃で１分間保持した後、毎分

６℃で昇温して150℃とし、更に毎分30℃

で昇温して180℃とする。 

試験溶液注入口温度 220℃ 

検出器 水素炎イオン化検出器を用いる。22

0℃付近で操作する。水素及び空気量は検

出感度が最高となるように調節する。 

キャリヤーガス 窒素又はヘリウムを用いる

。トリメチルベンゼンが約９分で流出する

流速に調節する。 

ロ 試験 

試験溶液を用いてイの場合と同様の操作条件に

よりガスクロマトグラフィーを行い、得られたガ

スクロマトグラムから各ピーク面積とトリメチル

ベンゼンのピーク面積との比を求める。それぞれ

の検量線を用いてスチレン、トルエン、エチルベ

ンゼン、イソプロピルベンゼン及びプロピルベン

ゼンの各濃度を求め、次式により各成分の含量を

求める。 

試験溶液の濃度（µg／mL）×２（

mL） 

含量（µg／ｇ）＝――――――――――――――― 

試料の重量（ｇ） 

ｂ 溶出試験 

① 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以



 
 

 

とする場合にあっては、240µg／mL以下。 

 

 

② 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

６．ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装 

ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装は、次の規格に適合しなければならない。 

 

ａ 材質規格 

① バリウム 

100µg／ｇ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 塩化ビニリデン 

６µg／ｇ以下 

 

 

 

 

 

 

下でなければならない。ただし、ヘプタンを浸出用

液とする場合にあっては、240µg／mL以下でなけれ

ばならない。 

（新設） 

 

 

６．ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装 

ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装は，次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。 

ａ 材質試験 

① バリウム 

試料0.5ｇを白金製、石英製又は耐熱ガラス製の

蒸発皿に量り、直火上約300℃で徐々に炭化した後

、約450℃で加熱して灰化する。この残留物に0.1mo

l／Ｌ硝酸50mLを加えて溶解する。これを試験溶液

として原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質量分析

法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法によりバリ

ウムの試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中のバリウム

量は１µg／mL以下であり、試料当たりに換算すると

100µg／ｇ以下となる。 

② 塩化ビニリデン 

試料を細切し、その0.5ｇを量り、20mLのセプタ

ムキャップ付きガラス瓶に入れる。次いで、Ｎ，Ｎ

―ジメチルアセトアミド2.5mLを加え、直ちに密封

する。これを試験溶液としてモノマー試験法中の塩

化ビニリデンの試験を行うとき、これに適合しなけ

ればならない。これに適合するとき、試料中の塩化

ビニリデン量は６µg／ｇ以下となる。 



 
 

 

ｂ 溶出規格 

① 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

② 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

７．ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂

製の器具又は容器包装 

ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂

製の器具又は容器包装は、次の規格に適合しなければな

らない。 

ａ 溶出規格 

① アンチモン 

0.05µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として４

％酢酸を用いる。 

 

 

 

 

② ゲルマニウム 

0.1µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として４

％酢酸を用いる。 

 

 

 

 

③ 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

④ 過マンガン酸カリウム消費量 

ｂ 溶出試験 

① 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

７．ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂

製の器具又は容器包装 

ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂

製の器具又は容器包装は，次の試験法による試験に適合

しなければならない。 

ａ 溶出試験 

① アンチモン 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液

について、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質量

分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法により

アンチモンの試験を行うとき、これに適合しなけれ

ばならない。これに適合するとき、試験溶液中のア

ンチモン量は0.05µg／mL以下となる。 

② ゲルマニウム 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液

について、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質量

分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法により

ゲルマニウムの試験を行うとき、これに適合しなけ

ればならない。これに適合するとき、試験溶液中の

ゲルマニウム量は0.1µg／mL以下となる。 

③ 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 



 
 

 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

８．ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の

器具又は容器包装 

ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の

器具又は容器包装は、次の規格に適合しなければならな

い。 

ａ 溶出規格 

① メタクリル酸メチル 

15µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として20％

エタノールを用いる。 

 

 

 

② 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

③ 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

９．ポリアミドを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器

包装 

ポリアミドを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器

包装は、次の規格に適合しなければならない。 

 

ａ 溶出規格 

① カプロラクタム 

15µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として20％

エタノールを用いる。 

 

 

 

 

８．ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の

器具又は容器包装 

ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の

器具又は容器包装は，次の試験法による試験に適合しな

ければならない。 

ａ 溶出試験 

① メタクリル酸メチル 

浸出用液として20％エタノールを用いて作った試

験溶液について、モノマー試験法中のメタクリル酸

メチルの試験を行うとき、これに適合しなければな

らない。これに適合するとき、試験溶液中のメタク

リル酸メチル量は15µg／mL以下となる。 

② 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

９．ポリアミドを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器

包装 

ポリアミドを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器

包装は、次の試験法による試験に適合しなければならな

い。 

ａ 溶出試験 

① カプロラクタム 

浸出用液として20％エタノールを用いて作った試

験溶液について、モノマー試験法中のカプロラクタ

ムの試験を行うとき、これに適合しなければならな

い。これに適合するとき、試験溶液中のカプロラク



 
 

 

 

② 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

③ 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

10．ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装 

ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装は、次の規格に適合しなければならない。 

 

ａ 溶出規格 

① 蒸発残留物 

30µg／mL以下。ただし、ヘプタンを食品擬似溶媒

とする場合にあっては、120µg／mL以下。 

 

 

② 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

11．ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又

は容器包装 

ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又

は容器包装は、次の規格に適合しなければならない。 

ａ 材質規格 

① ビスフェノールＡ類 

 

ビスフェノールＡ、フェノール及びｐ―tert―ブ

チルフェノールの量の合計は500µg／ｇ以下。 

 

タム量は15µg／mL以下となる。 

② 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

10．ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装 

ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の器具

又は容器包装は，次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。 

ａ 溶出試験 

① 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。ただし、ヘプタンを浸出用

液とする場合にあっては、120µg／mL以下でなけれ

ばならない。 

（新設） 

 

 

11．ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の器具又

は容器包装 

（新設） 

 

ａ 材質試験 

① ビスフェノールＡ（フェノール及びｐ―tert―ブ

チルフェノールを含む。） 

試料1.0ｇを200mLの三角フラスコに入れ、ジクロ

ロメタン20mLを加える。試料が溶けた後、よくかき

混ぜながらアセトン100mLを滴加し、毎分3,000回転



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② ジフェニルカーボネート 

500µg／ｇ以下 

 

 

 

 

③ アミン類 

トリエチルアミン及びトリブチルアミンの量の合

計は１µg／ｇ以下。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 溶出規格 

① ビスフェノールＡ類 

 

ビスフェノールＡ、フェノール及びｐ―tert―ブ

で約10分間遠心分離を行い、上澄液を減圧濃縮器を

用いて約２mLとなるまで濃縮する。次いで、アセト

ニトリル10mLを加え、更に水を加えて20mLとする。

その１mLを採り、孔径0.5µｍ以下のメンブランフィ

ルターでろ過する。これを試験溶液としてモノマー

試験法中のビスフェノールＡ（フェノール及びｐ―

tert―ブチルフェノールを含む。）の試験を行うと

き、ビスフェノールＡ、フェノール及びｐ―tert―

ブチルフェノールの量の合計は500µg／ｇ以下でな

ければならない。 

② ジフェニルカーボネート 

①ビスフェノールＡ（フェノール及びｐ―tert―

ブチルフェノールを含む。）の場合と同様に操作し

て得られた試験溶液を用いて、モノマー試験法中の

ジフェニルカーボネートの試験を行うとき、その量

は500µg／ｇ以下でなければならない。 

③ アミン類 

試料1.0ｇを200mLの三角フラスコに入れ、ジクロ

ロメタン20mLを加える。試料が溶けた後、よくかき

混ぜながらアセトン100mLを滴加し、毎分3,000回転

で約10分間遠心分離を行う。上澄液を減圧濃縮器を

用いて約１mLに濃縮した後、ジクロロメタンを加え

て２mLとする。これを試験溶液として添加剤試験法

中のアミン類（トリエチルアミン及びトリブチルア

ミンに限る。）の試験を行うとき、トリエチルアミ

ン及びトリブチルアミンの量の合計は１µg／ｇ以下

でなければならない。 

ｂ 溶出試験 

① ビスフェノールＡ（フェノール及びｐ―tert―ブ

チルフェノールを含む。） 

（新設） 



 
 

 

チルフェノールの量の合計は2.5µg／mL以下。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 油脂及び脂肪性食品に用いる器具又は容器包装

の場合 

試料を水でよく洗った後、試料の表面積１㎝２

につき２mLの割合のヘプタンを浸出用液として用

い、25℃に保ちながら１時間放置する。この液25

mLを分液漏斗に移し、アセトニトリル10mLを加え

、５分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニ

トリル層を25mLのメスフラスコに移す。ヘプタン

層にアセトニトリル10mLを加え、上記と同様に操

作して、アセトニトリル層を上記のメスフラスコ

に合わせる。次いでアセトニトリルを加えて25mL

とする。これを試験溶液としてモノマー試験法中

のビスフェノールＡ（フェノール及びｐ―tert―

ブチルフェノールを含む。）の試験を行うとき、

ビスフェノールＡ、フェノール及びｐ―tert―ブ

チルフェノールの量の合計は2.5µg／mL以下でな

ければならない。 

ロ 油脂及び脂肪性食品以外の食品に用いる器具又

は容器包装の場合 

次の表の第１欄に掲げる食品の器具又は容器包

装はそれぞれ第２欄に掲げる溶媒を浸出用液とし

て用いて作った試験溶液について、モノマー試験

法中のビスフェノールＡ（フェノール及びｐ―te

rt―ブチルフェノールを含む。）の試験を行うと

き、ビスフェノールＡ、フェノール及びｐ―tert

―ブチルフェノールの量の合計は2.5µg／mL以下

でなければならない。 

第１欄 第２欄 

酒類 20％エタノール 

油脂及び脂肪性食品並pH５を超えるもの 水 



 
 

 

 

② 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

③ 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

12．ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器

具又は容器包装 

ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器

具又は容器包装は、次の規格に適合しなければならない

。 

ａ 溶出規格 

① 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

② 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

13．ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装 

ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装は、次の規格に適合しなければならない。 

 

ａ 溶出規格 

① 総乳酸 

30µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

 

 

 

びに酒類以外の食品 pH５以下のもの ４％酢酸 

② 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

12．ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器

具又は容器包装 

ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の器

具又は容器包装は，次の試験法による試験に適合しなけ

ればならない。 

ａ 溶出試験 

① 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

13．ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装 

ポリ乳酸を主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装は，次の試験法による試験に適合しなければならない

。 

ａ 溶出試験 

① 総乳酸 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につい

て、モノマー試験法中の総乳酸の試験を行うとき、

これに適合しなければならない。これに適合すると

き、試験溶液中の総乳酸量は30µg／mL以下となる。 



 
 

 

② 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

③ 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

14．ポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製

の器具又は容器包装 

ポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製

の器具又は容器包装は、次の規格に適合しなければなら

ない。 

ａ 溶出規格 

① ゲルマニウム 

0.1µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として４

％酢酸を用いる。 

 

 

 

 

② 蒸発残留物 

30µg／mL以下 

 

③ 過マンガン酸カリウム消費量 

10µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を

用いる。 

３ ゴム製の器具又は容器包装 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装 

ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装は、次

の規格（塩素を含まないゴム製のものについては、１．材

質規格のｃに示す２―メルカプトイミダゾリンの規格を除

く。）に適合しなければならない。 

② 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

14．ポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製

の器具又は容器包装 

ポリエチレンナフタレートを主成分とする合成樹脂製

の器具又は容器包装は、次の試験法による試験に適合し

なければならない。 

ａ 溶出試験 

① ゲルマニウム 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液

について、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質量

分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法により

ゲルマニウムの試験を行うとき、これに適合しなけ

ればならない。これに適合するとき、試験溶液中の

ゲルマニウム量は0.1µg／mL以下となる。 

② 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は30µg／mL以

下でなければならない。 

（新設） 

 

 

３ ゴム製の器具又は容器包装 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装 

ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包装は，次

の試験法による試験（塩素を含まないゴム製のものについ

ては，１．材質試験のｂに示す２―メルカプトイミダゾリ

ンの試験を除く。）に適合しなければならない。 



 
 

 

１．材質規格 

ａ カドミウム 

100µg／ｇ以下 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．材質試験 

ａ カドミウム及び鉛 

シリコーンゴム製以外の試料にあっては、試料1.0

ｇを白金製、石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に採り

、硫酸２mLを加えて徐々に加熱し、更に硫酸の白煙が

ほとんど出なくなり、大部分が炭化するまで加熱する

。これを約450℃の電気炉で加熱して灰化する。完全

に灰化するまで、蒸発皿の内容物を硫酸で潤して再び

加熱する操作を繰り返し行う。この残留物に塩酸（１

→２）５mLを加えてかき混ぜ、水浴上で蒸発乾固する

。冷後0.1mol／Ｌ硝酸20mLを加えて溶解し、不溶物が

ある場合はろ過をして試験溶液とする。 

シリコーンゴム製の試料にあっては、試料を細切し

、その0.5ｇを量り、白金又はニッケル製るつぼに入

れる。水酸化ナトリウム５ｇ及びホウ酸２ｇを加えか

き混ぜる。ガスバーナーで内容物が溶解する温度で緩

やかに加熱する。試料が完全に溶解したら直ちに加熱

をやめ、室温で放冷する。ビーカーに熱水約75mL及び

るつぼを入れ、適宜加温しながら振り混ぜてるつぼ中

の固形物を溶解する。溶液から少量の水で洗浄しなが

らるつぼを取り除いた後、硝酸15mLを入れた共栓付き

フラスコにかくはんしながら少量ずつ注ぎ入れる。室

温で一晩放置後、５mol／Ｌ酢酸アンモニウム試液を

添加してpH3.5に調整する。調整した液を、あらかじ

めメタノール５mL、0.1mol／Ｌ硝酸５mL及び水10mLを

それぞれ注入して流したキレート樹脂ミニカラム（50

0㎎）に注入する。さらに１mol／Ｌ酢酸アンモニウム

試液及び水10mLを注入する。その後、0.1mol／Ｌ硝酸

で溶出して溶出液10mLを採取し、これを試験溶液とす

る。 

この試験溶液について、原子吸光光度法、誘導結合



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 鉛 

100µg／ｇ以下 

ｃ ２―メルカプトイミダゾリン 

２―メルカプトイミダゾリン試験を行うとき、これ

に適合しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．溶出規格 

ａ フェノール 

５µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を用

いる。 

 

 

ｂ ホルムアルデヒド 

ホルムアルデヒド試験を行うとき、これに適合しな

ければならない。ただし、食品擬似溶媒として水を用

いる。 

ｃ 亜鉛 

15µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として４％酢

プラズマ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分

析法によりカドミウム及び鉛の試験を行うとき、これ

に適合しなければならない。これに適合するとき、試

験溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５µg／mL

以下であり、試料当たりに換算すると100µg／ｇ以下

となる。 

（新設） 

 

ｂ ２―メルカプトイミダゾリン 

試料を細切し、その1.0ｇを量り、共栓付きフラス

コに入れる。メタノール50mLを加え、密栓して約40℃

に保ちながら時々振り混ぜて一晩放置する。冷後、こ

の液をろ過し、ろ液及び洗液を合わせ、減圧濃縮器を

用いて40℃以下で約５mLまで濃縮する。次いで、水を

加えて10mLとする。その１mLを採り、孔径0.5μｍ以

下のメンブランフィルターでろ過する。これを試験溶

液として添加剤試験法中の２―メルカプトイミダゾリ

ンの試験を行うとき、これに適合しなければならない

。 

２．溶出試験 

ａ フェノール 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液について

、モノマー試験法中のフェノールの試験を行うとき、

これに適合しなければならない。これに適合するとき

、試験溶液中のフェノール量は５µg／mL以下となる。 

ｂ ホルムアルデヒド 

浸出用液として水を用いて作つた試験溶液について

，モノマー試験法中のホルムアルデヒドの試験を行う

とき，これに適合しなければならない。 

ｃ 亜鉛 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液の



 
 

 

酸を用いる。 

 

 

 

 

 

ｄ 重金属 

重金属試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中の重金属量は

鉛として１µg／mL以下となる。ただし、食品擬似溶媒

として４％酢酸を用いる。また、硫化ナトリウム試液

を加えるとき、白濁により試験に影響がある場合には

、試験溶液をアンモニア水で中和してpH７以上とし、

これにシアン化カリウム試液を加えたものについて試

験を行う。 

ｅ 蒸発残留物 

60µg／mL以下。ただし、器具にあっては水を、油脂

及び脂肪性食品並びにクリームの容器包装にあっては

20％エタノールを食品擬似溶媒として用いる。 

 

⑵ ゴム製ほ乳器具 

ゴム製ほ乳器具は、次の規格に適合しなければならない

。 

１．材質規格 

ａ カドミウム 

10µg／ｇ以下 

 

 

 

 

 

１mLを採り、４％酢酸を加えて15mLとしたものについ

て、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質量分析法又

は誘導結合プラズマ発光分光分析法により亜鉛の試験

を行うとき、これに適合しなければならない。これに

適合するとき、試験溶液中の亜鉛量は15µg／mL以下と

なる。 

ｄ 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液に

ついて、重金属試験を行うとき、これに適合しなけれ

ばならない。これに適合するとき、試験溶液中の重金

属量は鉛として１µg／mL以下となる。ただし、硫化ナ

トリウム試液を加えるとき、白濁により試験に影響が

ある場合には、試験溶液をアンモニア水で中和してpH

７以上とし、これにシアン化カリウム試液を加えたも

のについて試験を行う。 

ｅ 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は60µg／mL以下

でなければならない。ただし、器具にあっては水を、

油脂及び脂肪性食品の容器包装にあっては20％エタノ

ールを浸出用液として用いる。 

⑵ ゴム製ほ乳器具 

ゴム製ほ乳器具は，次の試験法による試験に適合しなけ

ればならない。 

１．材質試験 

ａ カドミウム及び鉛 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包

装の１．材質試験のａ カドミウム及び鉛に準じて試

験を行うとき、これに適合しなければならない。ただ

し、標準溶液として、カドミウム標準溶液及び鉛標準

溶液各10mLにそれぞれ0.1mol／Ｌ硝酸を加えて100mL

としたものを用いる。これに適合するとき、試験溶液



 
 

 

 

 

 

ｂ 鉛 

10µg／ｇ以下 

２．溶出規格 

（削る） 

 

 

 

（削る） 

ａ フェノール 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包

装の２．溶出規格のａ フェノールを準用する。 

ｂ ホルムアルデヒド 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包

装の２．溶出規格のｂ ホルムアルデヒドを準用する

。 

ｃ 亜鉛 

１µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を用

いる。 

 

 

 

 

ｄ 重金属 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器包

装の２．溶出規格のｄ 重金属を準用する。 

ｅ 蒸発残留物 

40µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を用

いる。 

中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ0.5µg／mL以下

であり、試料当たりに換算すると10µg／ｇ以下となる

。 

（新設） 

 

２．溶出試験 

ａ 試験溶液の調製 

試料を水でよく洗った後、試料の重量１ｇにつき20

mLの割合の指定された浸出用液を用い、40℃に保ちな

がら24時間放置し、試験溶液とする。 

ｂ 試験 

① フェノール 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器

包装の２．溶出試験のａ フェノールを準用する。 

② ホルムアルデヒド 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器

包装の２．溶出試験のｂ ホルムアルデヒドを準用

する。 

③ 亜鉛 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液20mLを

採り、酢酸５滴を加えたものについて、原子吸光光

度法、誘導結合プラズマ質量分析法又は誘導結合プ

ラズマ発光分光分析法により亜鉛の試験を行うとき

、これに適合しなければならない。これに適合する

とき、試験溶液中の亜鉛量は１µg／mL以下となる。 

④ 重金属 

⑴ ゴム製の器具（ほ乳器具を除く。）又は容器

包装の２．溶出試験のｄ 重金属を準用する。 

⑤ 蒸発残留物 

蒸発残留物試験を行うとき、その量は40µg／mL以

下でなければならない。ただし、水を浸出用液とし



 
 

 

 

４ 金属缶（乾燥した食品（油脂及び脂肪性食品を除く。）を

内容物とするものを除く。以下４において同じ。） 

金属缶は、次の規格（食品に直接接触する部分が合成樹脂

で塗装されていないものについては、⑴ 溶出規格の４．か

ら８．までに示すものは除く。）に適合しなければならない

。 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 溶出規格 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

１．ヒ素 

て用いる。 

４ 金属缶（乾燥した食品（油脂及び脂肪性食品を除く。）を

内容物とするものを除く。以下４において同じ。） 

金属缶は，次の試験法による試験（食品に直接接触する部

分が合成樹脂で塗装されていないものについては，⑵ 試験

の２．から６．までに示すものは除く。）に適合しなければ

ならない。 

⑴ 試験溶液の調製 

特に定める場合以外は、次の方法により試験溶液を調製

する。 

試料を水でよく洗い、各試験法に規定されている浸出用

液を用いて次のように操作して作る。 

液体を満たすことができる試料にあっては、60℃に加温

した浸出用液を満たし、時計皿で覆い、60℃に保ちながら

30分間放置する。 

液体を満たすことができない試料にあっては、表面積１

㎝２につき２mLの割合の浸出用液を60℃に加温して浸し、6

0℃に保ちながら30分間放置する。 

ただし、使用温度が100℃を超える試料であって水を浸

出用液とする場合にあっては95℃に保ちながら30分間、ヘ

プタン又はペンタンを浸出用液とする場合にあっては25℃

に保ちながら１時間放置する。 

⑵ 試験 

１．ヒ素、カドミウム及び鉛 

次の表の第１欄に掲げる食品の容器包装は，それぞれ

第２欄に掲げる溶媒を浸出用液として用いて作つた試験

溶液について，次の試験を行う。 

第１欄 第２欄 

pH５を超える食品 水 

pH５以下の食品 0.5％クエン酸溶液 

ａ ヒ素 



 
 

 

試験溶液10mLを用いて、ヒ素試験法により試験を行う

とき、これに適合しなければならない。ただし、酸性食

品の容器包装にあっては0.5％クエン酸溶液を、それ以

外の食品にあっては水を食品擬似溶媒として用いる。こ

れに適合するとき、試験溶液中のヒ素量は三酸化二ヒ素

として0.2µg／mL以下となる。 

２．カドミウム 

0.1µg／mL以下。ただし、酸性食品の容器包装にあって

は0.5％クエン酸溶液、それ以外の食品にあっては水を

食品擬似溶媒として用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

３．鉛 

0.4µg／mL以下。ただし、酸性食品の容器包装にあって

は0.5％クエン酸溶液を、それ以外の食品にあっては水

を食品擬似溶媒として用いる。 

４．フェノール 

５µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒として水を用い

る。 

 

 

５．ホルムアルデヒド 

ホルムアルデヒド試験を行うとき、これに適合しなけ

ればならない。ただし、食品擬似溶媒として水を用いる

。 

６．蒸発残留物 

試験溶液10mLを用いて、ヒ素試験法により試験を行

うとき、これに適合しなければならない。これに適合

するとき、試験溶液中のヒ素量は三酸化二ヒ素として

0.2µg／mL以下となる。 

 

 

ｂ カドミウム及び鉛 

試験溶液を用いて原子吸光光度法、誘導結合プラズ

マ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法に

よりカドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに適合

しなければならない。ただし、水を用いて作った試験

溶液はその100mLに硝酸５滴を加えて用いる。また、

カドミウム標準溶液としてはカドミウム標準溶液（金

属缶試験用）、鉛標準溶液としては鉛標準溶液（金属

缶試験用）を用いる。これに適合するとき、試験溶液

中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ0.1µg／mL及び0

.4µg／mL以下となる。 

（新設） 

 

 

 

２．フェノール 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液について、

モノマー試験法中のフェノールの試験を行うとき、これ

に適合しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中のフェノール量は５µg／mL以下となる。 

３．ホルムアルデヒド 

浸出用液として水を用いて作つた試験溶液について，

モノマー試験法中のホルムアルデヒドの試験を行うとき

，これに適合しなければならない。 

４．蒸発残留物 



 
 

 

30µg／mL以下。ただし、天然の油脂を主原料とする塗

料であって塗膜中の酸化亜鉛の含量が３％を超えるもの

により缶の内面を塗装した缶を試料とする場合であり、

かつ、ヘプタンを食品擬似溶媒として用いたときの蒸発

残留物の量は、90µg／mL以下。また、この場合であって

、水を食品擬似溶媒として用いたときの蒸発残留物の量

が30µg／mLを超える場合は、クロロホルム可溶物量とし

て30µg／mL以下。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．エピクロルヒドリン 

0.5µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒としてペンタ

ンを用いる。 

 

 

 

８．塩化ビニル 

蒸発残留物試験に定める浸出用液を用いて調製した試

験溶液について、蒸発残留物試験を行うとき、その量は

30µg／mL以下でなくてはならない。 

ただし、天然の油脂を主原料とする塗料であって塗膜

中の酸化亜鉛の含量が３％を超えるものにより缶の内面

を塗装した缶を試料とする場合であり、かつ、ヘプタン

を浸出用液として用いたときの蒸発残留物の量は、90µg

／mL以下でなければならない。また、この場合であって

、水を浸出用液として用いたときの蒸発残留物の量が30

µg／mLを超える場合は、次の試験に適合しなければなら

ない。 

水を浸出用液として用いて得られた蒸発残留物にクロ

ロホルム30mLを加え、加温した後これをろ過し、ろ液を

重量既知の白金製、石英製又は耐熱ガラス製の蒸発皿に

量る。更にクロロホルム10mLずつで２回蒸発残留物を洗

い、加温した後これをろ過し、ろ液を蒸発皿に合わせ、

水浴上で蒸発乾固する。冷後、秤
ひょう

量して蒸発皿の前後の

重量差ａ（㎎）を求め、次式によりクロロホルム可溶物

の量を求めるとき、その量は30µg／mL以下でなければな

らない。 

クロロホルム可溶物量（µg／mL）＝（(ａ－ｂ）×1,0

00）／最初の試験溶液の採取量（mL） 

ただし、ｂ：試験溶液と同量の浸出用液について得た

空試験値（㎎） 

５．エピクロルヒドリン 

浸出用液としてペンタンを用いて作った試験溶液につ

いて、モノマー試験法中のエピクロルヒドリンの試験を

行うとき、これに適合しなければならない。これに適合

するとき、試験溶液中のエピクロルヒドリン量は0.5μg

／mL以下となる。 

６．塩化ビニル 



 
 

 

0.05µg／mL以下。ただし、食品擬似溶媒としてエタノ

ールを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体を満たすことができる試料にあっては、５℃以下

に冷却したエタノールを満たし、密封して５℃以下に保

ちながら24時間放置する。 

液体を満たすことができない試料にあっては、表面積

１㎝２につき２mLの割合の５℃以下に冷却したエタノー

ルを用い、密封した容器中で５℃以下に保ちながら24時

間放置する。 

得られた溶液10mLをセプタムキャップ付きガラス瓶に

入れ、直ちに密封する。これを試験溶液としてモノマー

試験法中の塩化ビニルの試験を行うとき、これに適合し

なければならない。これに適合するとき、試験溶液中の

塩化ビニル量は0.05µg／mL以下となる。 

Ｅ 器具又は容器包装の用途別規格 

１ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品（缶詰食品又は瓶詰食品を除

く。以下Ｅにおいて同じ。）の容器包装 

 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装にあっては、次に

掲げる条件のすべてを満たすものでなければならない。 

 

 

⑴・⑵ （略） 

（削る） 

 

（削る） 

 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

Ｅ 器具又は容器包装の用途別規格 

１ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品（缶詰食品又は瓶詰食品を除

く。以下Ｅにおいて同じ。）の容器包装 

 容器包装詰加圧加熱殺菌食品の容器包装にあつては，次に

掲げる条件のすべて（封かんが巻締めにより行われた容器包

装にあつては⑷の条件を除く。）を満たすものでなければな

らない。 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 強度等試験法中の耐圧縮試験を行うとき，内容物又は水

の漏れがないこと。 

⑷ 強度等試験法中の熱封かん強度試験を行うとき，測定さ

れた値が23Ｎ以上であること。ただし，箱状の容器包装で

あつて，強度等試験法中の内圧強度試験を行うとき，破裂

時の最大圧力が20kPa以上であるものについては，この限

りでない。 

⑸ 強度等試験法中の落下試験を行うとき，内容物又は水の

漏れがないこと。ただし，容器包装が小売のために包装さ

れている場合は，当該小売のための包装の状態のまま試験

を行うこと。 



 
 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 清涼飲料水（原料用果汁を除く。以下２において同じ。）

の容器包装 

清涼飲料水の容器包装は，ガラス製容器包装，金属製容器

包装（容器包装の開口部分に，密封のために金属以外の材質

を用いたものを含む。以下この目において同じ。），合成樹

脂製容器包装，合成樹脂加工紙製容器包装，合成樹脂加工ア

ルミニウム箔
は く

製容器包装又は組合せ容器包装（金属，合成樹

脂，合成樹脂加工紙又は合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

のうち

二以上を用いる容器包装をいう。以下この目において同じ。

）であつて，次の⑴から⑷までにそれぞれ掲げる条件をすべ

て満たすものでなければならない。 

⑴ ガラス製容器包装 

１．回収して繰り返し使用するものにあつては，透明なも

のであること。 

２．次の試験法による試験に適合するものであること。た

だし，紙のふたにより打栓するものにあつてはこの限り

でない。 

ａ 炭酸を含有する清涼飲料水を充てんするものにあつ

ては，強度等試験法中の持続耐圧試験を行うとき，ガ

ス漏れがないこと。 

ｂ 清涼飲料水を熱充てんするものにあつては，強度等

試験法中の耐減圧試験を行うとき，空気漏れがないこ

と。 

ｃ 炭酸を含有しない清涼飲料水であつて，かつ，熱充

てん以外の方法で充てんするものにあつては，強度等

試験法中の漏水試験を行うとき，内容物の漏れがない

こと。 

⑵ 金属製容器包装 

１．次の試験法による試験に適合するものであること。 

ａ 容器包装内の圧力が常温で大気圧を超えるものにあ

つては，強度等試験法中の耐圧試験を行うとき，空気



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

漏れがないこと。 

ｂ 容器包装内の圧力が常温で大気圧と同等又はそれ以

下のものにあつては，強度等試験法中の耐減圧試験を

行うとき，空気漏れがないこと。 

２．容器包装の開口部分に，密封のために金属以外の材質

を用いたものにあつては，次の試験法による試験に適合

するものであること。 

ａ 強度等試験法中のピンホール試験を行うとき，ピン

ホールを認めてはならないこと。ただし，開口部分を

下にして試験を行うこと。 

ｂ 密封のために用いる金属以外の材質は，強度等試験

法中の破裂強度試験を行うとき，測定される値が490k

Pa以上であること。 

ｃ 密封のために用いる金属以外の材質は，強度等試験

法中の突き刺し強度試験を行うとき，測定される値が

15Ｎ以上であること。 

⑶ 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及び合

成樹脂加工アルミニウム箔
は く

製容器包装 

１．内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は、Ｄ

 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規

格以下「Ｄ 材質別規格」という。）の項の２ 合成樹

脂製の器具又は容器包装の目の⑵ 個別規格において個

別規格の定められたものであること。ただし、合成樹脂

加工アルミニウム箔
は く

であって密封の用に供されるものに

ついては、この限りでない。 

２．次の試験法による試験に適合するものであること。 

ａ 強度等試験法中の落下試験を行うとき，内容物又は

水の漏れがないこと。 

ｂ 強度等試験法中のピンホール試験を行うとき，ピン

ホールを認めてはならないこと。 

ｃ 熱封かんにより密封する合成樹脂加工紙製容器包装



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

にあつては，強度等試験法中の封かん試験を行うとき

，空気漏れがないこと。 

ｄ 熱封かんにより密封する合成樹脂製容器包装及び合

成樹脂加工アルミニウム箔
は く

製容器包装にあつては，強

度等試験法中の耐圧縮試験を行うとき，内容物又は水

の漏れがないこと。 

ｅ 王冠等により密栓するものであつて炭酸を含有する

清涼飲料水を充てんするものにあつては，強度等試験

法中の持続耐圧試験を行うとき，ガス漏れがないこと

。 

ｆ 王冠等により密栓するものであつて清涼飲料水を熱

充てんするものにあつては，強度等試験法中の持続耐

減圧試験を行うとき，メチレンブルーの着色を認めて

はならないこと。 

ｇ 王冠等により密栓するものであつて炭酸を含有しな

い清涼飲料水を熱充てん以外の方法で充てんするもの

にあつては，強度等試験法中の漏水試験を行うとき，

内容物の漏れがないこと。 

⑷ 組合せ容器包装 

１．金属は、Ｄ 材質別規格の項の４ 金属缶（乾燥した

食品（油脂及び脂肪性食品を除く。）を内容物とするも

のを除く。以下４において同じ。）の目に定める規格に

、合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アルミニ

ウム箔
は く

は、⑶ 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製

容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

製容器包装の

１．に定める条件にそれぞれ適合するものであること。 

２．次の試験法による試験に適合すること。 

ａ 強度等試験法中の落下試験を行うとき，内容物又は

水の漏れがないこと。 

ｂ 強度等試験法中のピンホール試験を行うとき，ピン

ホールを認めてはならないこと。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 乳等（乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品を

いう。）の器具の規格 

⑴ （略） 

⑵ 殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコップ販売式自動

販売機は、次の１．から11．までに適合する構造のもので

あること。 

１．～７． （略） 

８．販売する際に用いるコップは、殺菌され、又は殺菌効

果を有する製造方法で製造されたものであって、コップ

がほこり等によって、汚染されないような構造の保管器

具に保管されているものであること。 

９．～11． （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ 熱封かんにより密封するものにあつては，強度等試

験法中の封かん試験を行うとき，空気漏れがないこと

。 

ｄ 清涼飲料水を熱充てんするものにあつては，強度等

試験法中の耐減圧試験を行うとき，空気漏れがないこ

と。 

ｅ 清涼飲料水を熱充てん以外の方法により充てんする

ものであつて熱封かん以外の方法により密封するもの

にあつては，強度等試験法中の漏水試験を行うとき，

内容物の漏れがないこと。 

３ 乳等（乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品を

いう。）の器具の規格 

⑴ （略） 

⑵ 殺菌されている乳酸菌飲料を販売するコップ販売式自動

販売機は、次の１．から11．までに適合する構造のもので

あること。 

１．～７． （略） 

８．販売する際に用いるコップは、殺菌された未使用の紙

製、合成樹脂製又はアルミニウム箔
は く

製であって、コップ

がほこり等によって、汚染されないような構造の保管器

具に保管されているものであること。 

９．～11． （略） 

４ 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の

基準 

⑴ 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛

乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳

、乳酸菌飲料及び乳飲料の容器包装又はこれらの原材料の

規格及び製造方法の基準 

１．牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪

牛乳、無脂肪牛乳、加工乳及びクリームの販売用の容器

包装は、ガラス瓶、合成樹脂製容器包装（ポリエチレン



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、エチレン・１―アルケン共重合樹脂、ポリアミド、ポ

リプロピレン又はポリエチレンテレフタレート（以下１

．において「合成樹脂」という。）を用いる容器包装を

いう。以下１．において同じ。）、合成樹脂加工紙製容

器包装（合成樹脂加工紙（合成樹脂を用いる加工紙をい

う。以下１．において同じ。）を用いる容器包装をいう

。以下１．において同じ｡)、金属缶（クリームの容器と

して使用するものに限る。以下１．において同じ。）又

は組合せ容器包装（牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分

調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳にあって

は合成樹脂及び合成樹脂加工紙を用いる容器包装、クリ

ームにあっては合成樹脂、合成樹脂加工紙又は金属のう

ち二以上を用いる容器包装をいう。以下１．において同

じ。）であって、それぞれ次の規格又は基準に適合する

ものであること。 

ａ ガラス瓶は、着色していない透明なものであって、

口内径が26㎜以上のものであること。 

ｂ 合成樹脂製容器包装及び合成樹脂加工紙製容器包装

は、次の条件に適合するものであること。 

① 次の試験法による試験に適合するものであること

。 

イ 試験溶液の調製 

試料を水でよく洗った後、各試験法に規定され

ている浸出用液を用いて、次のように操作して作

る。 

液体を満たすことができる試料にあっては、浸

出用液を60℃（ヘプタンにあっては、25℃）に加

温して満たした後、液体を満たすことができない

試料にあっては、ゴム製の台板上に内容物が直接

接触する面を上にして置き、ステンレス製又はガ

ラス製の円筒形の筒を載せ、締付金具を用いて締



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め、表面積１㎝２当たり２mLの割合で60℃（ヘプ

タンにあっては、25℃）に加温した浸出用液を入

れた後、それぞれ時計皿等で覆い、60℃（ヘプタ

ンにあっては、25℃）に保ちながら時々かき混ぜ

て30分間（ヘプタンにあっては、１時間）浸出し

調製する。 

ロ 試験 

(イ) 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験

溶液について、重金属試験を行うとき、これに

適合しなければならない。これに適合するとき

、試験溶液中の重金属の量は鉛として１µg／mL

以下となる。 

(ロ) 蒸発残留物 

牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳

、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の容器包

装にあっては、浸出用液として４％酢酸を用い

て作った試験溶液について、蒸発残留物試験を

行うとき、その量は15µg／mL以下でなければな

らない。 

クリームの容器包装にあっては、浸出用液と

してヘプタンを用いて作った試験溶液について

、蒸発残留物試験を行うとき、その量は75µg／

mL以下でなければならない。ただし、ポリエチ

レンテレフタレートを使用した容器包装及びポ

リエチレンテレフタレート加工紙製容器包装に

あっては15µg／mL以下でなければならない。 

(ハ) 過マンガン酸カリウム消費量 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液に

ついて、過マンガン酸カリウム消費量の試験を

行うとき、その量は５µg／mL以下でなければな



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らない。 

(ニ) アンチモン（ポリエチレンテレフタレートを

使用した容器包装及び内容物に直接接触する部

分にポリエチレンテレフタレートを使用したポ

リエチレンテレフタレート加工紙製容器包装に

限る。） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験

溶液について、原子吸光光度法、誘導結合プラ

ズマ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光

分析法によりアンチモンの試験を行うとき、こ

れに適合しなければならない。ただし、アンチ

モン標準溶液は、乳等の容器包装試験用のもの

を用いる。これに適合するとき、試験溶液中の

アンチモン量は0.025µg／mL以下となる。 

(ホ) ゲルマニウム（ポリエチレンテレフタレート

を使用した容器包装及び内容物に直接接触する

部分にポリエチレンテレフタレートを使用した

ポリエチレンテレフタレート加工紙製容器包装

に限る。） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験

溶液について、原子吸光光度法、誘導結合プラ

ズマ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光

分析法によりゲルマニウムの試験を行うとき、

これに適合しなければならない。ただし、ゲル

マニウム標準溶液は、乳等の容器包装試験用の

ものを用いる。これに適合するとき、試験溶液

中のゲルマニウム量は0.05µg／mL以下となる。 

② 次の試験法による試験（ポリエチレンテレフタレ

ートを使用した容器包装及びポリエチレンテレフタ

レート加工紙製容器包装にあっては、破裂強度及び

突き刺し強度については、いずれかの試験法による



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試験）に適合するものであること。 

イ 破裂強度 

容器包装の中央部分を切り取り試料とし、強度

等試験法中の破裂強度試験を行うとき、測定され

る値が、内容量が300mL以下のものにあっては196

kPa（常温保存可能品の容器包装にあっては392kP

a）以上、300mLを超えるものにあっては490kPa（

常温保存可能品の容器包装にあっては785kPa）以

上でなければならない。 

ロ 突き刺し強度（ポリエチレンテレフタレートを

使用した容器包装及びポリエチレンテレフタレー

ト加工紙製容器包装に限る。） 

容器包装の中央部分を切り取り試料とし、強度

等試験法中の突き刺し強度試験を行うとき、測定

される値が、10Ｎ以上でなければならない。 

ハ 封かん 

強度等試験法中の封かん試験を行うとき、容器

包装の破損又は空気漏れがないものでなければな

らない。 

ニ ピンホール 

強度等試験法中のピンホール試験を行うとき、

ピンホールを認めないものでなければならない。 

③ 内容物に直接接触する部分は、ポリエチレン、エ

チレン・１―アルケン共重合樹脂又はポリエチレン

テレフタレートであること。 

④ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレ

ン及びエチレン・１―アルケン共重合樹脂は、次の

試験法による試験に適合するものであること。 

イ ヘキサン抽出物 

ヘキサン抽出物試験を行うとき、その量は2.6

％以下でなければならない。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ キシレン可溶物 

キシレン可溶物試験を行うとき、その量は11.3

％以下でなければならない。 

ハ ヒ素 

ヒ素試験（材質試験）を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中のヒ素の量は三酸化二ヒ素として0.1µg／m

L以下となり、試料当たりに換算すると２µg／ｇ

以下となる。 

ニ 重金属 

重金属試験（材質試験）を行うとき、これに適

合しなければならない。これに適合するとき、試

験溶液中の重金属の量は鉛として0.8µg／mL以下

となり、試料当たりに換算すると20µg／ｇ以下と

なる。 

⑤ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレ

ンテレフタレートは、次の試験法による試験に適合

するものであること。 

イ カドミウム及び鉛 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑴ 一般規格の１．材質試験の

ａ カドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに

適合しなければならない。これに適合するとき、

試験溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５

µg／mL以下となり、試料当たりに換算すると100µ

g／ｇ以下となる。 

⑥ 常温保存可能品の容器包装にあっては、遮光性を

有し、かつ、気体透過性のないものであること。 

ｃ 金属缶は、次の条件に適合するものであること。 

① 次の試験法による試験に適合するものであること

。この場合、試験に用いる試験溶液の調製は、ｂの



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①のイ 試験溶液の調製を準用する。 

イ ヒ素 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液10mLについて、ヒ素試験法により試験を行うと

き、これに適合しなければならない。ただし、ヒ

素標準溶液は、乳等の容器包装試験用のものを用

いる。これに適合するとき、試験溶液中のヒ素の

量は三酸化二ヒ素として0.1µg／mL以下となる。 

ロ 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、重金属試験を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中の重金属の量は鉛として１µg／mL以下とな

る。 

ハ 蒸発残留物（内容物に直接接触する部分に合成

樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、蒸発残留物試験を行うとき、その量

は15µg／mL以下でなければならない。 

ニ 過マンガン酸カリウム消費量（内容物に直接接

触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、過マンガン酸カリウム消費量の試験を行う

とき、その量は５µg／mL以下でなければならない

。 

ホ フェノール（内容物に直接接触する部分に合成

樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、モノマー試験法中のフェノールの試験を行

うとき、これに適合しなければならない。これに

適合するとき、試験溶液中のフェノールの量は５



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µg／mL以下となる。 

ヘ ホルムアルデヒド（内容物に直接接触する部分

に合成樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、モノマー試験法中のホルムアルデヒドの試

験を行うとき、これに適合しなければならない。 

② 内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は

、次の試験法による試験に適合するものであること

。 

イ カドミウム及び鉛 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑴ 一般規格の１．材質試験の

ａ カドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに

適合しなければならない。これに適合するとき、

試験溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５

µg／mL以下となり、試料当たりに換算すると100µ

g／ｇ以下となる。 

ロ ジブチルスズ化合物（ポリ塩化ビニルを使用す

るものに限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の① ジブチルスズ化合物の試

験を行うとき、これに適合しなければならない。

これに適合するとき、試験溶液中のジブチルスズ

化合物量は二塩化ジブチルスズとして１µg／mL以

下であり、試料当たりに換算すると50µg／ｇ以下

となる。 

ハ クレゾールリン酸エステル（ポリ塩化ビニルを

使用するものに限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の② クレゾールリン酸エステ

ルの試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中のクレゾ

ールリン酸エステル量は10µg／mL以下であり、試

料当たりに換算すると１mg／ｇ以下となる。 

ニ 塩化ビニル（ポリ塩化ビニルを使用するものに

限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の③ 塩化ビニルの試験を行う

とき、これに適合しなければならない。これに適

合するとき、試料中の塩化ビニル量は１µg／ｇ以

下となる。 

ｄ 組合せ容器包装は、次の条件に適合するものである

こと。 

① 次の試験法による試験に適合するものであること

。 

イ 封かん 

強度等試験法中の封かん試験を行うとき、容器

包装の破損又は空気漏れがないものでなければな

らない。 

ロ ピンホール 

強度等試験法中のピンホール試験を行うとき、

ピンホールを認めないものでなければならない。 

② 合成樹脂及び合成樹脂加工紙はそれぞれｂに規定

する合成樹脂製容器包装及び合成樹脂加工紙製容器

包装の規格又は基準（封かん、ピンホール及び常温

保存可能品に係る規格を除く。）に、金属はｃに規



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定する金属缶の規格又は基準に適合するものである

こと。 

③ 常温保存可能品の容器包装にあっては、遮光性を

有し、かつ、気体透過性のないものであること。 

２．調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の販売用

の容器包装は、ガラス瓶、合成樹脂製容器包装、合成樹

脂加工紙製容器包装、合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

製容

器包装、金属缶又は組合せ容器包装（合成樹脂、合成樹

脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

又は金属のうち

二以上を用いる容器包装をいう。以下２．において同じ

。）であって、それぞれ次の規格又は基準に適合するも

のであること。 

ａ ガラス瓶は、透明なものであること。 

ｂ 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及

び合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

製容器包装は、次の条

件に適合するものであること。 

① 次の試験法による試験に適合するものであること

。この場合、イ、ロ、ハ、ニ及びホの試験に用いる

試験溶液の調製は、１．のｂの①のイ 試験溶液の

調製を準用する。 

イ 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、重金属試験を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中の重金属の量は鉛として１µg／mL以下とな

る。 

ロ 蒸発残留物 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、蒸発残留物試験を行うとき、その量

は15µg／mL以下でなければならない。 

ハ 過マンガン酸カリウム消費量 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、過マンガン酸カリウム消費量の試験を行う

とき、その量は５µg／mL以下でなければならない

。 

ニ アンチモン（ポリエチレンテレフタレートを主

成分とする合成樹脂を使用した容器包装に限る。

） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ

質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法

によりアンチモンの試験を行うとき、これに適合

しなければならない。ただし、アンチモン標準溶

液は、乳等の容器包装試験用のものを用いる。こ

れに適合するとき、試験溶液中のアンチモン量は

0.025µg／mL以下となる。 

ホ ゲルマニウム（ポリエチレンテレフタレートを

主成分とする合成樹脂を使用した容器包装に限る

。） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ

質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法

によりゲルマニウムの試験を行うとき、これに適

合しなければならない。ただし、ゲルマニウム標

準溶液は、乳等の容器包装試験用のものを用いる

。これに適合するとき、試験溶液中のゲルマニウ

ム量は0.05µg／mL以下となる。 

ヘ 封かん 

強度等試験法中の封かん試験を行うとき、容器

包装の破損又は空気漏れがないものでなければな

らない。 

ト ピンホール 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強度等試験法中のピンホール試験を行うとき、

ピンホールを認めないものでなければならない。 

② 次のいずれかの試験法による試験に適合するもの

であること。 

イ 破裂強度 

容器包装の中央部分を切り取り試料とし、強度

等試験法中の破裂強度試験を行うとき、測定され

る値が、内容量が300mL以下のものにあっては196

kPa（常温保存可能品の容器包装にあっては392kP

a）以上、300mLを超えるものにあっては490kPa（

常温保存可能品の容器包装にあっては785kPa）以

上でなければならない。 

ロ 突き刺し強度 

容器包装の中央部分を切り取り試料とし、強度

等試験法中の突き刺し強度試験を行うとき、測定

される値が、10Ｎ以上でなければならない。 

③ 内容物に直接接触する部分は、ポリエチレン、エ

チレン・１―アルケン共重合樹脂、ポリスチレン、

ポリプロピレンを主成分とする合成樹脂又はポリエ

チレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂であ

ること。 

④ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレ

ン、エチレン・１―アルケン共重合樹脂及びポリプ

ロピレンを主成分とする合成樹脂は、次の試験法に

よる試験に適合するものであること。 

イ ヘキサン抽出物 

ヘキサン抽出物試験を行うとき、その量は2.6

％以下でなければならない。ただし、ポリプロピ

レンを主成分とする合成樹脂においては、5.5％

以下でなければならない。 

ロ キシレン可溶物 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キシレン可溶物試験を行うとき、その量は11.3

％以下でなければならない。ただし、ポリプロピ

レンを主成分とする合成樹脂においては、30％以

下でなければならない。 

ハ ヒ素 

ヒ素試験（材質試験）を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中のヒ素の量は三酸化二ヒ素として0.1µg／m

L以下となり、試料当たりに換算すると２µg／ｇ

以下となる。 

ニ 重金属 

重金属試験（材質試験）を行うとき、これに適

合しなければならない。これに適合するとき、試

験溶液中の重金属の量は鉛として0.8µg／mL以下

となり、試料当たりに換算すると20µg／ｇ以下と

なる。 

⑤ 内容物に直接接触する部分に使用するポリスチレ

ンは、次の試験法による試験に適合するものである

こと。 

イ 揮発性物質 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の５．ポリスチレ

ンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装

のａ 材質試験の① 揮発性物質の試験を行うと

き、スチレン、トルエン、エチルベンゼン、イソ

プロピルベンゼン及びプロピルベンゼンの量の合

計は、1.5㎎／ｇ以下でなければならない。 

ロ ヒ素 

ヒ素試験（材質試験）を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中のヒ素の量は三酸化二ヒ素として0.1µg／m



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L以下となり、試料当たりに換算すると２µg／ｇ

以下となる。 

ハ 重金属 

重金属試験（材質試験）を行うとき、これに適

合しなければならない。これに適合するとき、試

験溶液中の重金属の量は鉛として0.8µg／mL以下

となり、試料当たりに換算すると20µg／ｇ以下と

なる。 

⑥ 常温保存可能品の容器包装にあっては、遮光性を

有し、かつ、気体透過性のないものであること。 

⑦ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレ

ンテレフタレートを主成分とする合成樹脂は、次の

試験法による試験に適合するものであること。 

イ カドミウム及び鉛 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑴ 一般規格の１．材質試験の

ａ カドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに

適合しなければならない。これに適合するとき、

試験溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５

µg／mL以下となり、試料当たりに換算すると100µ

g／ｇ以下となる。 

ｃ 金属缶は、次の条件に適合するものであること。 

① 次の試験法による試験に適合するものであること

。この場合、試験に用いる試験溶液の調製は、１．

のｂの①のイ 試験溶液の調製を準用する。 

イ ヒ素 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液10mLについて、ヒ素試験法により試験を行うと

き、これに適合しなければならない。ただし、ヒ

素標準溶液は、乳等の容器包装試験用のものを用

いる。これに適合するとき、試験溶液中のヒ素の



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

量は三酸化二ヒ素として0.1µg／mL以下となる。 

ロ 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、重金属試験を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中の重金属の量は鉛として１µg／mL以下とな

る。 

ハ 蒸発残留物（内容物に直接接触する部分に合成

樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、蒸発残留物試験を行うとき、その量

は15µg／mL以下でなければならない。 

ニ 過マンガン酸カリウム消費量（内容物に直接接

触する部分に合成樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、過マンガン酸カリウム消費量の試験を行う

とき、その量は５µg／mL以下でなければならない

。 

ホ フェノール（内容物に直接接触する部分に合成

樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、モノマー試験法中のフェノールの試験を行

うとき、これに適合しなければならない。これに

適合するとき、試験溶液中のフェノールの量は５

µg／mL以下となる。 

ヘ ホルムアルデヒド（内容物に直接接触する部分

に合成樹脂を使用したものに限る。） 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、モノマー試験法中のホルムアルデヒドの試

験を行うとき、これに適合しなければならない。 

② 内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、次の試験法による試験に適合するものであること

。 

イ カドミウム及び鉛 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑴ 一般規格の１．材質試験の

ａ カドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに

適合しなければならない。これに適合するとき、

試験溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５

µg／mL以下となり、試料当たりに換算すると100µ

g／ｇ以下となる。 

ロ ジブチルスズ化合物（ポリ塩化ビニルを使用す

るものに限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の① ジブチルスズ化合物の試

験を行うとき、これに適合しなければならない。

これに適合するとき、試験溶液中のジブチルスズ

化合物量は二塩化ジブチルスズとして１µg／mL以

下であり、試料当たりに換算すると50µg／ｇ以下

となる。 

ハ クレゾールリン酸エステル（ポリ塩化ビニルを

使用するものに限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の② クレゾールリン酸エステ

ルの試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中のクレゾ

ールリン酸エステル量は10µg／mL以下であり、試

料当たりに換算すると１㎎／ｇ以下となる。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ 塩化ビニル（ポリ塩化ビニルを使用するものに

限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の③ 塩化ビニルの試験を行う

とき、これに適合しなければならない。これに適

合するとき、試料中の塩化ビニル量は１µg／ｇ以

下となる。 

ｄ 組合せ容器包装は、次の条件に適合するものである

こと。 

① 次の試験法による試験に適合するものであること

。 

イ 封かん 

強度等試験法中の封かん試験を行うとき、容器

包装の破損又は空気漏れがないものでなければな

らない。 

ロ ピンホール 

強度等試験法中のピンホール試験を行うとき、

ピンホールを認めないものでなければならない。 

② 合成樹脂、合成樹脂加工紙及び合成樹脂加工アル

ミニウム箔
は く

（密栓の用に供するものを除く。）は、

それぞれｂに規定する合成樹脂製容器包装、合成樹

脂加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム

箔
は く

製容器包装の規格又は基準（封かん、ピンホール

及び常温保存可能品に係る規格を除く。）に、金属

はｃに規定する金属缶の規格に適合するものである

こと。この場合において、強度等試験法中の破裂強

度試験を行うとき、その強度の最大値は490kPa以上

とする。 

③ 密栓の用に供する合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

は



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、次の試験法による試験に適合するものであること

。この場合イ、ロ、ハ、ニ及びホの試験に用いる試

験溶液の調製は、１．のｂの①のイ 試験溶液の調

製のうち、液体を満たすことができない試料を準用

する。 

イ 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、重金属試験を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中の重金属の量は鉛として１µg／mL以下とな

る。 

ロ 蒸発残留物 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶

液について、蒸発残留物試験を行うとき、その量

は15µg／mL以下でなければならない。 

ハ 過マンガン酸カリウム消費量 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、過マンガン酸カリウム消費量の試験を行う

とき、その量は５µg／mL以下でなければならない

。 

ニ フェノール 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、モノマー試験法中のフェノールの試験を行

うとき、これに適合しなければならない。これに

適合するとき、試験溶液中のフェノールの量は５

µg／mL以下となる。 

ホ ホルムアルデヒド 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につ

いて、モノマー試験法中のホルムアルデヒドの試

験を行うとき、これに適合しなければならない。 

ヘ 破裂強度 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

密栓の中央部分を切り取り試料とし、強度等試

験法中の破裂強度試験を行うとき、測定される値

の最大値が、196kPa以上でなければならない。 

④ 密栓の用に供する合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

の

内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂は、

次の試験法による試験に適合するものであること。 

イ ヒ素 

ヒ素試験（材質試験）を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験

溶液中のヒ素の量は三酸化二ヒ素として0.1µg／m

L以下となり、試料当たりに換算すると２µg／ｇ

以下となる。 

ロ カドミウム及び鉛 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑴ 一般規格の１．材質試験の

ａ カドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに

適合しなければならない。これに適合するとき、

試験溶液中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５

µg／mL以下となり、試料当たりに換算すると100µ

g／ｇ以下となる。 

ハ ジブチルスズ化合物（ポリ塩化ビニルを使用す

るものに限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の① ジブチルスズ化合物の試

験を行うとき、これに適合しなければならない。

これに適合するとき、試験溶液中のジブチルスズ

化合物量は二塩化ジブチルスズとして１µg／mL以

下であり、試料当たりに換算すると50µg／ｇ以下

となる。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニ クレゾールリン酸エステル（ポリ塩化ビニルを

使用するものに限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の② クレゾールリン酸エステ

ルの試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中のクレゾ

ールリン酸エステル量は10µg／mL以下であり、試

料当たりに換算すると１mg／ｇ以下となる。 

ホ 塩化ビニル（ポリ塩化ビニルを使用するものに

限る。） 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又

は容器包装の目の⑵ 個別規格の３．ポリ塩化ビ

ニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包

装のａ 材質試験の③ 塩化ビニルの試験を行う

とき、これに適合しなければならない。これに適

合するとき、試料中の塩化ビニル量は１µg／ｇ以

下となる。 

⑤ 常温保存可能品の容器包装にあっては、遮光性を

有し、かつ、気体透過性のないものであること。 

３．合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装、合

成樹脂加工アルミニウム箔
は く

製容器包装を製造する者は、

製造した当該容器包装を殺菌し、１．及び２．に規定す

る容器包装に使用する紙のふた又は合成樹脂、合成樹脂

加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

若しくは金属のう

ち二以上を用いる容器包装に用いられる合成樹脂、合成

樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

若しくは金属

を製造する者は、製造した当該紙のふた、合成樹脂、合

成樹脂加工紙、合成樹脂加工アルミニウム箔
は く

又は金属を

殺菌すること。ただし、殺菌効果を有する方法で製造さ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

れたものにあっては、この限りでない。 

⑵ 調製粉乳の容器包装又はその原材料の規格及び製造方法

の基準 

１．調製粉乳の販売用の容器包装は、金属缶（開口部分の

密閉のために合成樹脂を使用するものを含む。以下同じ

。）、合成樹脂ラミネート容器包装（合成樹脂にアルミ

ニウム箔
は く

を貼り合わせた容器包装又はこれにセロファン

若しくは紙を貼り合わせた容器包装をいう。以下同じ。

）又は組合せ容器包装（金属缶及び合成樹脂ラミネート

を用いる容器包装をいう。以下１．において同じ。）で

あって、それぞれ次の規格又は基準に適合するものであ

ること。 

ａ 金属缶又は組合せ容器包装は、密閉できる構造のも

のであること。 

ｂ 金属缶又は組合せ容器包装の開口部分の密閉に使用

する合成樹脂は、ポリエチレン、エチレン・１―アル

ケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートであ

ること。 

ｃ 合成樹脂ラミネート容器包装又は組合せ容器包装に

用いる合成樹脂ラミネートにあっては、内容物に直接

接触する部分がポリエチレン、エチレン・１―アルケ

ン共重合樹脂又はポリエチレンテレフタレートである

こと。 

ｄ 内容物に直接接触する部分にポリエチレン、エチレ

ン・１―アルケン共重合樹脂又はポリエチレンテレフ

タレートを使用した容器包装にあっては、次の試験法

による試験に適合するものであること。この場合、試

験に用いる試験溶液の調製は、⑴の１．のｂの①のイ

 試験溶液の調製を準用する。ただし、液体を満たす

ことができる試料にあって、金属缶の密閉にポリエチ

レン、エチレン・１―アルケン共重合樹脂又はポリエ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チレンテレフタレートを使用したものにあっては、当

該部分が下になるようにして満たす。 

① 重金属 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液

について、重金属試験を行うとき、これに適合しな

ければならない。これに適合するとき、試験溶液中

の重金属の量は鉛として１µg／mL以下となる。 

② 蒸発残留物 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液

について、蒸発残留物試験を行うとき、その量は15

µg／mL以下でなければならない。 

③ 過マンガン酸カリウム消費量 

浸出用液として水を用いて作った試験溶液につい

て、過マンガン酸カリウム消費量の試験を行うとき

、その量は５µg／mL以下でなければならない。 

④ アンチモン（ポリエチレンテレフタレートを使用

した容器包装に限る。） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液

について、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質量

分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法により

アンチモンの試験を行うとき、これに適合しなけれ

ばならない。ただし、アンチモン標準溶液は、乳等

の容器包装試験用のものを用いる。これに適合する

とき、試験溶液中のアンチモン量は0.025µg／mL以

下となる。 

⑤ ゲルマニウム（ポリエチレンテレフタレートを使

用した容器包装に限る。） 

浸出用液として４％酢酸を用いて作った試験溶液

について、原子吸光光度法、誘導結合プラズマ質量

分析法又は誘導結合プラズマ発光分光分析法により

ゲルマニウムの試験を行うとき、これに適合しなけ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ればならない。ただし、ゲルマニウム標準溶液は、

乳等の容器包装試験用のものを用いる。これに適合

するとき、試験溶液中のゲルマニウム量は0.05µg／

mL以下となる。 

⑥ 破裂強度（合成樹脂ラミネート容器包装及び組合

せ容器包装に限る。） 

容器包装の中央部分を切り取り試料とし、強度等

試験法中の破裂強度試験を行うとき、合成樹脂ラミ

ネート容器包装にあっては、その強度の最大値は、

内容量が300ｇ以下のものにあっては196kPa以上、3

00ｇを超えるものにあっては490kPa（外包装（小売

りのために容器包装の上にした包装をいう。）をし

た場合において、当該外包装と合わせた破裂強度の

最大値が981kPa以上であるときは、196kPa）以上で

なければならない。 

組合せ容器包装にあっては、試料は合成樹脂ラミ

ネートを用いた部分のそれぞれの中央部分を切り取

ったものとし、その強度の最大値は490kPa以上でな

ければならない。 

ｅ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン

及びエチレン・１―アルケン共重合樹脂には、添加剤

を使用してはならない。 

ｆ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン

及びエチレン・１―アルケン共重合樹脂は、次の試験

法による試験に適合するものであること。 

① ヘキサン抽出物 

ヘキサン抽出物試験を行うとき、その量は2.6％

以下でなければならない。 

② キシレン可溶物 

キシレン可溶物試験を行うとき、その量は11.3％

以下でなければならない。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ヒ素 

ヒ素試験（材質試験）を行うとき、これに適合し

なければならない。これに適合するとき、試験溶液

中のヒ素の量は三酸化二ヒ素として0.1µg／mL以下

となり、試料当たりに換算すると２µg／ｇ以下とな

る。 

④ 重金属 

重金属試験（材質試験）を行うとき、これに適合

しなければならない。これに適合するとき、試験溶

液中の重金属の量は鉛として0.8µg／mL以下となり

、試料当たりに換算すると20µg／ｇ以下となる。 

ｇ 内容物に直接接触する部分に使用するポリエチレン

テレフタレートは、次の試験法による試験に適合する

ものであること。 

① カドミウム及び鉛 

Ｄ 材質別規格の項の２ 合成樹脂製の器具又は

容器包装の目の⑴ 一般規格の１．材質試験のａ 

カドミウム及び鉛の試験を行うとき、これに適合し

なければならない。これに適合するとき、試験溶液

中のカドミウム及び鉛の量はそれぞれ５µg／mL以下

となり、試料当たりに換算すると100µg／ｇ以下と

なる。 

ｈ 封かん 

強度等試験法中の封かん試験を行うとき、容器包装

の破損又は空気漏れがないものでなければならない。 

ｉ 金属缶 

Ｄ 材質別規格の項の４ 金属缶（乾燥した食品（

油脂及び脂肪性食品を除く。）を内容物とするものを

除く。以下４において同じ。）の目の定める規格に適

合するものであること。 

２．合成樹脂ラミネート容器包装を製造する者は、製造し



 
 

 

 

 

 

 

 

３ （略） 

４ 食品の自動販売機（食品が部品に直接接触する構造を有す

るものに限る。）及びこれによって食品を販売するために用

いる容器は、次の⑴から⑶までに掲げる条件のすべてを満た

すものでなければならない。 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 容器 

１．食品（清涼飲料水を除く。）を販売するために用いる

容器は、洗浄され、かつ、殺菌されたものであること。

ただし、殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用さ

れるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われた

ものにあっては、この限りでない。 

 

 

 

 

２．清涼飲料水を販売する際に用いる容器は、殺菌され、

又は殺菌効果を有する製造方法で製造され、使用される

までに汚染されるおそれのないように取り扱われたもの

でなければならない。 

 

 

５ コップ販売式自動販売機又は清涼飲料水全自動調理機に収

められる清涼飲料水の原液の運搬器具又は容器包装 

金属製のものにあっては、ねじ込み式等の栓又はふたを有

し、洗浄に容易な構造であり、内面が平滑で、さびを生じな

た当該容器包装を殺菌し、合成樹脂ラミネート及び金属

缶を用いる容器包装に用いられる合成樹脂ラミネート又

は金属を製造する者は、製造した合成樹脂ラミネート又

は金属を殺菌すること。ただし、殺菌効果を有する方法

で製造されたものにあっては、この限りでない。 

５ （略） 

６ 食品の自動販売機（食品が部品に直接接触する構造を有す

るものに限る。）及びこれによつて食品を販売するために用

いる容器は，次の⑴から⑶までに掲げる条件のすべてを満た

すものでなければならない。 

⑴・⑵ （略） 

⑶ 容器 

１．食品（清涼飲料水を除く。）を販売するために用いる

容器は，洗浄され，かつ，殺菌されたものであること。

ただし，未使用の紙製，合成樹脂製，合成樹脂加工紙製

若しくはアルミニウム箔
は く

製容器又は組合せ容器（紙，合

成樹脂，合成樹脂加工紙又は金属のうち二以上を用いた

容器をいう。以下この目において同じ。）であつて，か

つ，殺菌され，又は殺菌効果を有する製造方法で製造さ

れ，使用されるまでに汚染されるおそれのないように取

り扱われたものにあつては，この限りでない。 

２．清涼飲料水を販売する際に用いる容器は，未使用の紙

製，合成樹脂製，合成樹脂加工紙若しくはアルミニウム

箔
は く

製容器又は組合せ容器であつて，かつ，殺菌され，又

は殺菌効果を有する製造方法で製造され，使用されるま

でに汚染されるおそれのないように取り扱われたもので

なければならない。 

７ コップ販売式自動販売機又は清涼飲料水全自動調理機に収

められる清涼飲料水の原液の運搬器具又は容器包装 

⑴ 金属製のものにあつては，ねじ込み式等の栓又はふたを

有し，洗浄に容易な構造であり，内面が平滑で，さびを生



 
 

 

い原材料を使用するか、又はさびを生じないように加工され

たものでなければならない。 

（削る） 

じない原材料を使用するか，又はさびを生じないように加

工されたものでなければならない。 

⑵ 合成樹脂製のものにあっては、２ 清涼飲料水（原料用

果汁を除く。以下２において同じ。）の容器包装の目の⑶

 合成樹脂製容器包装、合成樹脂加工紙製容器包装及び合

成樹脂加工アルミニウム箔
は く

製容器包装の規定を準用する。 

Ｆ （略） Ｆ （略） 

第４ おもちゃ 

Ａ おもちゃ又はその原材料の規格 

１ うつし絵は、次の試験法による試験に適合しなければなら

ない。 

（略） 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．重金属 

試験溶液20mLについて、第３ 器具及び容器包装の部

Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の４ 重金属試

験法により試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中の重金属量は鉛

として１µg／mL以下となる。 

２．ヒ素 

試験溶液20mLについて、第３ 器具及び容器包装の部

Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の７ ヒ素試験

法により試験を行うとき、これに適合しなければならな

い。これに適合するとき、試験溶液中のヒ素量は三酸化

二ヒ素として0.1µg／mL以下となる。 

２ 折り紙は、次の試験法による試験に適合しなければならな

い。この場合において、試験に用いる水は蒸留水とする。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

第４ おもちゃ 

Ａ おもちゃ又はその原材料の規格 

１ うつし絵は、次の試験法による試験に適合しなければなら

ない。 

（略） 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．重金属 

試験溶液20mLについて、第３ 器具及び容器包装の部

Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の５ 重金属試

験法により試験を行うとき、これに適合しなければなら

ない。これに適合するとき、試験溶液中の重金属量は鉛

として１µg／mL以下となる。 

２．ヒ素 

試験溶液20mLについて、第３ 器具及び容器包装の部

Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の９ ヒ素試験

法により試験を行うとき、これに適合しなければならな

い。これに適合するとき、試験溶液中のヒ素量は三酸化

二ヒ素として0.1µg／mL以下となる。 

２ 折り紙は、次の試験法による試験に適合しなければならな

い。この場合において、試験に用いる水は蒸留水とする。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 



 
 

 

１． 重金属 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の１．重金属を準用する。 

２． ヒ素 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の２．ヒ素を準用する。 

３ ゴム製おしゃぶりは、第３ 器具及び容器包装の部Ｄ 器

具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格の項の

３ ゴム製の器具又は容器包装の目の⑵ ゴム製ほ乳器具に

定める規格に適合しなければならない。 

４ おもちゃの塗膜は、次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．カドミウム、鉛及びヒ素 

カドミウム標準原液0.1mL、鉛標準原液0.1mL及びヒ素

標準原液1.3mLを採り、0.07mol／Ｌ塩酸を加えて100mL

とする。本液１mLはカドミウム、鉛及びヒ素各１µgを含

む。この溶液を0.07mol／Ｌ塩酸を用いて希釈し、試験

溶液と同様の方法により測定し、カドミウム、鉛及びヒ

素それぞれの検量線を作成する。ただし、カドミウム標

準原液、鉛標準原液及びヒ素標準原液は第３ 器具及び

容器包装の部Ｃ 試薬・試液等の項の４ 標準溶液、標

準原液で定めるものを用いる。 

試験溶液について、第３ 器具及び容器包装の部Ｂ 

器具又は容器包装一般の試験法の項の３ 原子吸光光度

法、10 誘導結合プラズマ質量分析法又は11 誘導結合

プラズマ発光分光分析法により、カドミウム、鉛及びヒ

素のそれぞれの濃度を求め、次式により試料１ｇ当たり

の溶出量を求めるとき、カドミウムは75µg／ｇ以下、鉛

は90µg／ｇ以下、ヒ素は25µg／ｇ以下でなければならな

１． 重金属 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の１．重金属を準用する。 

２． ヒ素 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の２．ヒ素を準用する。 

３ ゴム製おしやぶりは，第３ 器具及び容器包装の部Ｄ 器

具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格の項の

３ ゴム製の器具又は容器包装の目の⑵ ゴム製ほ乳器具に

定める試験法による試験に適合しなければならない。 

４ おもちゃの塗膜は、次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．カドミウム、鉛及びヒ素 

カドミウム標準原液0.1mL、鉛標準原液0.1mL及びヒ素

標準原液1.3mLを採り、0.07mol／Ｌ塩酸を加えて100mL

とする。本液１mLはカドミウム、鉛及びヒ素各１µgを含

む。この溶液を0.07mol／Ｌ塩酸を用いて希釈し、試験

溶液と同様の方法により測定し、カドミウム、鉛及びヒ

素それぞれの検量線を作成する。ただし、カドミウム標

準原液、鉛標準原液及びヒ素標準原液は第３ 器具及び

容器包装の部Ｃ 試薬・試液等の項の４ 標準溶液、標

準原液で定めるものを用いる。 

試験溶液について、第３ 器具及び容器包装の部Ｂ 

器具又は容器包装一般の試験法の項の４ 原子吸光光度

法、13 誘導結合プラズマ質量分析法又は14 誘導結合

プラズマ発光分光分析法により、カドミウム、鉛及びヒ

素のそれぞれの濃度を求め、次式により試料１ｇ当たり

の溶出量を求めるとき、カドミウムは75µg／ｇ以下、鉛

は90µg／ｇ以下、ヒ素は25µg／ｇ以下でなければならな



 
 

 

い。ただし、原子吸光光度法のヒ素の測定においては19

3.7nmの波長を用いる。 

試験溶液濃度（µg／mL）×試

験溶液量（mL） 

溶出量（µg／ｇ）＝―――――――――――――― 

試料量（ｇ） 

100－補正値 

×―――――― 

100 

この場合において、カドミウム及び鉛の補正値は30、

ヒ素の補正値は60とする。 

５ ポリ塩化ビニルを用いて塗装された塗膜にあっては、Ａ 

おもちゃ又はその原材料の規格の項の４の目の試験法による

もののほか、次の試験法による試験に適合しなければならな

い。この場合において、試験に用いる水は蒸留水とする。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．（略） 

２．蒸発残留物 

試験溶液200～300mLを採り、第３ 器具及び容器包装

の部Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の５ 蒸発

残留物試験法により試験を行うとき、その量は50µg／mL

以下でなければならない。 

６ ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分

（塗膜を除く。）は、次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。この場合において、試験に用いる水は蒸留水と

する。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．過マンガン酸カリウム消費量 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の規

い。ただし、原子吸光光度法のヒ素の測定においては19

3.7nmの波長を用いる。 

試験溶液濃度（µg／mL）×試

験溶液量（mL） 

溶出量（µg／ｇ）＝―――――――――――――― 

試料量（ｇ） 

100－補正値 

×―――――― 

100 

この場合において、カドミウム及び鉛の補正値は30、

ヒ素の補正値は60とする。 

５ ポリ塩化ビニルを用いて塗装された塗膜にあっては、Ａ 

おもちゃ又はその原材料の規格の項の４の目の試験法による

もののほか、次の試験法による試験に適合しなければならな

い。この場合において、試験に用いる水は蒸留水とする。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．（略） 

２．蒸発残留物 

試験溶液200～300mLを採り、第３ 器具及び容器包装

の部Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の７ 蒸発

残留物試験法により試験を行うとき、その量は50µg／mL

以下でなければならない。 

６ ポリ塩化ビニルを主体とする材料を用いて製造された部分

（塗膜を除く。）は、次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。この場合において、試験に用いる水は蒸留水と

する。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．過マンガン酸カリウム消費量 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の規



 
 

 

格の項の５の⑵ 試験１．過マンガン酸カリウム消費量を

準用する。 

２．重金属 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の規

格の項の１の⑵ 試験１．重金属を準用する。 

３．カドミウム 

試験溶液100mLに硝酸５滴を加え、第３ 器具及び容器

包装の部Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の３ 原

子吸光光度法、10 誘導結合プラズマ質量分析法又は11 

誘導結合プラズマ発光分光分析法によりカドミウムの試験

を行うとき、これに適合しなければならない。ただし、カ

ドミウム標準溶液として、第３ 器具及び容器包装の部Ｃ

 試薬・試液等の項の４ 標準溶液、標準原液に示すカド

ミウム標準溶液10mLに水を加えて100mLとし、硝酸５滴を

加えたものを用いる。これに適合するとき、試験溶液中の

カドミウム量は0.5µg／mL以下となる。 

４． 蒸発残留物 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の規

格の項の５の⑵ 試験の２．蒸発残留物を準用する。 

５． ヒ素 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の規

格の項の１の⑵ 試験の２．ヒ素を準用する。 

７ おもちゃの可塑化された材料からなる部分は、フタル酸ジ

－ｎ－ブチル、フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）又は

フタル酸ベンジルブチルを0.1％を超えて含有してはならな

い。 

８ 食品衛生法施行規則第78条第１号に規定するおもちゃ（９

の目に規定する部分を除く。）には、フタル酸ジイソニル

を原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成

樹脂を原材料として用いてはならない。 

９ 食品衛生法施行規則第78条第１号に規定するおもちゃのう

格の項の５の⑵ 試験１．過マンガン酸カリウム消費量を

準用する。 

２．重金属 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の規

格の項の１の⑵ 試験１．重金属を準用する。 

３．カドミウム 

試験溶液100mLに硝酸５滴を加え、第３ 器具及び容器

包装の部Ｂ 器具又は容器包装一般の試験法の項の４ 原

子吸光光度法、13 誘導結合プラズマ質量分析法又は14 

誘導結合プラズマ発光分光分析法によりカドミウムの試験

を行うとき、これに適合しなければならない。ただし、カ

ドミウム標準溶液として、第３ 器具及び容器包装の部Ｃ

 試薬・試液等の項の４ 標準溶液、標準原液に示すカド

ミウム標準溶液10mLに水を加えて100mLとし、硝酸５滴を

加えたものを用いる。これに適合するとき、試験溶液中の

カドミウム量は0.5µg／mL以下となる。 

４． 蒸発残留物 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の規

格の項の５の⑵ 試験の２．蒸発残留物を準用する。 

５． ヒ素 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の規

格の項の１の⑵ 試験の２．ヒ素を準用する。 

７ おもちやの可塑化された材料からなる部分は,フタル酸ジ

－ｎ－ブチル,フタル酸ビス（２－エチルヘキシル）又はフ

タル酸ベンジルブチルを0.1％を超えて含有してはならない

。 

８ 食品衛生法施行規則第78条第１号に規定するおもちや（９

の目に規定する部分を除く。）には,フタル酸ジイソニルを

原材料として用いたポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹

脂を原材料として用いてはならない。 

９ 食品衛生法施行規則第78条第１号に規定するおもちやのう



 
 

 

ち、乳幼児の口に接触することをその本質とする部分であ

って可塑化された材料からなる部分は、フタル酸ジイソデ

シル、フタル酸ジイソノニル又はフタル酸ジ－ｎ－オクチ

ルを0.1％を超えて含有してはならない。 

10 ポリエチレンを主体とする材料を用いて製造された部分（

塗膜を除く。）は、次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。この場合において、試験に用いる水は蒸留水

とする。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．（略） 

２．重金属 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の１．重金属を準用する。 

３．（略） 

４．ヒ素 

第４ おもちゃの部Ａ おもちゃ又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の２．ヒ素を準用する。 

11 金属製のアクセサリーがん具のうち、乳幼児が飲み込むお

それがあるものは、次の試験法による試験に適合しなければ

ならない。ここで、乳幼児が飲み込むおそれがあるものとは

、次の図に示した寸法を持つ容器内に圧縮しない状態で置い

たときに当該容器内に収まる大きさのものをいう。 

（略） 

⑴ （略） 

⑵ 鉛 

鉛標準原液0.1mLを採り、0.07mol／Ｌ塩酸を加えて100m

Lとする。本液１mLは鉛１µgを含む。この溶液を0.07mol／

Ｌ塩酸を用いて希釈し、試験溶液と同様の方法により測定

し、鉛の検量線を作成する。ただし、鉛標準原液は第３ 

器具及び容器包装の部Ｃ 試薬・試液等の項４ 標準溶液

ち,乳幼児の口に接触することをその本質とする部分であつ

て可塑化された材料からなる部分は,フタル酸ジイソデシル

,フタル酸ジイソノニル又はフタル酸ジ－ｎ－オクチルを0.

1％を超えて含有してはならない。 

10 ポリエチレンを主体とする材料を用いて製造された部分（

塗膜を除く。）は、次の試験法による試験に適合しなけれ

ばならない。この場合において、試験に用いる水は蒸留水

とする。 

⑴ （略） 

⑵ 試験 

１．（略） 

２．重金属 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の１．重金属を準用する。 

３．（略） 

４．ヒ素 

第４ おもちやの部Ａ おもちや又はその原材料の

規格の項の１の⑵ 試験の２．ヒ素を準用する。 

11 金属製のアクセサリーがん具のうち、乳幼児が飲み込むお

それがあるものは、次の試験法による試験に適合しなければ

ならない。ここで、乳幼児が飲み込むおそれがあるものとは

、次の図に示した寸法を持つ容器内に圧縮しない状態で置い

たときに当該容器内に収まる大きさのものをいう。 

（略） 

⑴ （略） 

⑵ 鉛 

鉛標準原液0.1mLを採り、0.07mol／Ｌ塩酸を加えて100m

Lとする。本液１mLは鉛１µgを含む。この溶液を0.07mol／

Ｌ塩酸を用いて希釈し、試験溶液と同様の方法により測定

し、鉛の検量線を作成する。ただし、鉛標準原液は第３ 

器具及び容器包装の部Ｃ 試薬・試液等の項４ 標準溶液



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

、標準原液で定めるものを用いる。 

試験溶液について、第３ 器具及び容器包装の部Ｂ 器

具又は容器包装一般の試験法の項の３ 原子吸光光度法、

10 誘導結合プラズマ質量分析法又は11 誘導結合プラズ

マ発光分光分析法により、鉛の濃度を求め、次式により試

料１ｇ当たりの溶出量を求めるとき、鉛の溶出量は90µg／

ｇ以下でなければならない。 

試験溶液濃度（µg／mL）×試験溶

液量（mL） 

溶出量（µg／ｇ）＝―――――――――――――――― 

試料量（ｇ） 

100－補正値 

×――――――― 

100 

この場合において、鉛の補正値は30とする。 

12 （略） 

、標準原液で定めるものを用いる。 

試験溶液について、第３ 器具及び容器包装の部Ｂ 器

具又は容器包装一般の試験法の項の４ 原子吸光光度法、

13 誘導結合プラズマ質量分析法又は14 誘導結合プラズ

マ発光分光分析法により、鉛の濃度を求め、次式により試

料１ｇ当たりの溶出量を求めるとき、鉛の溶出量は90µg／

ｇ以下でなければならない。 

試験溶液濃度（µg／mL）×試

験溶液量（mL） 

溶出量（µg／ｇ）＝――――――――――――――― 

試料量（ｇ） 

100－補正値 

×――――――― 

100 

この場合において、鉛の補正値は30とする。 

12 （略） 

Ｂ おもちゃの製造基準 

１ おもちゃの製造に際し、化学的合成品たる着色料を使用す

る場合は、食品衛生法施行規則別表第１に掲げる着色料以外

の着色料を使用してはならない。ただし、次の試験法による

試験に適合する場合は、この限りでない。 

試料の着色されている部分を、その表面積１㎝２につき２m

Lの割合の40℃に加温した水に浸した後、時計皿で覆い、40℃

に保ちながら時々かき混ぜて10分間放置し、これを試験溶液

とする。試験溶液50mLを内径20㎜、外径24㎜、底から栓の下

面までの距離20㎝で、５mLごとに50mLまで目盛りを付けた比

色管に採り、白色を背景として上方及び側方から観察すると

き、着色料の溶出が認められてはならない。 

Ｂ おもちゃの製造基準 

１ おもちゃの製造に際し、化学的合成品たる着色料を使用す

る場合は、食品衛生法施行規則別表第１に掲げる着色料以外

の着色料を使用してはならない。ただし、次の試験法による

試験に適合する場合は、この限りでない。 

試料の着色されている部分を、その表面積１㎝２につき２

mLの割合の40℃に加温した水に浸した後、時計皿で覆い、40

℃に保ちながら時々かき混ぜて10分間放置し、これを試験溶

液とする。試験溶液50mLを内径20㎜、外径24㎜、底から栓の

下面までの距離20㎝で、５mLごとに50mLまで目盛りを付けた

ネスラー管に採り、白色を背景として上方及び側方から観察

するとき、着色料の溶出が認められてはならない。 
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容
器
包
装
の
ａ 

溶
出
規
格
の
② 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費

量
、
⑵ 

個
別
規
格
の
11
．
ポ
リ
カ
ー
ボ
ネ
ー
ト
を
主
成
分
と
す
る
合
成
樹
脂
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装
の
ｂ 

溶
出
規
格
の
③ 

過

マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
、
⑵ 

個
別
規
格
の
12
．
ポ
リ
ビ
ニ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
を
主
成
分
と
す
る
合
成
樹
脂
製
の
器
具
又
は
容
器

包
装
の
ａ 

溶
出
規
格
の
② 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
、
⑵ 

個
別
規
格
の
13
．
ポ
リ
乳
酸
を
主
成
分
と
す
る
合
成
樹
脂
製

の
器
具
又
は
容
器
包
装
の
ａ 

溶
出
規
格
の
③ 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
及
び
⑵ 

個
別
規
格
の
14
．
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
ナ
フ

タ
レ
ー
ト
を
主
成
分
と
す
る
合
成
樹
脂
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装
の
ａ 

溶
出
規
格
の
③ 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
に
係
る

規
定
並
び
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
第
３ 

器
具
及
び
容
器
包
装
の
Ｄ 

器
具
若
し
く
は
容
器
包
装
又
は
こ
れ
ら
の
原
材
料
の
材

質
別
規
格
の
２ 

合
成
樹
脂
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装
の
(1) 

一
般
規
格
に
規
定
す
る
フ
ェ
ノ
ー
ル
樹
脂
、
メ
ラ
ミ
ン
樹
脂
又
は
ユ
リ

ア
樹
脂
を
主
成
分
と
す
る
合
成
樹
脂
製
の
器
具
又
は
容
器
包
装
及
び
２
．
溶
出
試
験
の
ｂ 

過
マ
ン
ガ
ン
酸
カ
リ
ウ
ム
消
費
量
に
係
る

規
定
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

令
和
九
年
六
月
一
日
前
に
販
売
さ
れ
、
販
売
の
用
に
供
す
る
た
め
に
製
造
さ
れ
、
若
し
く
は
輸
入
さ
れ
、
又
は
営
業
上
使
用
さ

れ
て
い
る
器
具
又
は
容
器
包
装
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。 


